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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 

  

(注) １ 売上高には、消費税等は含んでいません。 

２ 第53期及び第54期中の潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益金額については、潜在株式は存在しますが中間(当期)

純損失であるため記載していません。 

  

回次 第52期中 第53期中 第54期中 第52期 第53期 

会計期間 

自 平成15年 
  ３月１日 
至 平成15年 
  ８月31日 

自 平成16年
  ３月１日 
至 平成16年 
  ８月31日 

自 平成17年
  ３月１日 
至 平成17年 
  ８月31日 

自 平成15年 
  ３月１日 
至 平成16年 
  ２月29日 

自 平成16年
  ３月１日 
至 平成17年 
  ２月28日 

売上高 (百万円) 181,242 175,706 163,216 358,121 345,528

経常利益 (百万円) 2,779 2,101 1,480 5,197 2,232

中間(当期)純損益 (百万円) 279 1,258 △1,040 1,051 △21,089

純資産額 (百万円) 71,610 71,894 47,002 72,041 48,902

総資産額 (百万円) 163,258 163,235 140,577 163,165 140,633

１株当たり純資産額 (円) 580.55 580.68 379.61 584.11 395.00

１株当たり中間 
(当期)純損益 

(円) 2.26 10.19 △8.40 8.52 △170.58

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

(円) 2.26 10.12 ― 8.52 ―

自己資本比率 (％) 43.86 44.04 33.44 44.15 34.77

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 3,020 3,860 2,108 3,163 3,851

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △1,653 2,305 △4,271 △2,597 9,056

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △4,435 △3,014 △2,338 △2,750 △6,684

現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高 

(百万円) 6,135 10,170 8,742 7,019 13,243

従業員数 
(外、平均臨時雇用者数) 

(人) 
4,465 
(11,359)

4,334
(11,110)

4,050
(10,208)

4,295 
(11,383)

4,204
(10,897)



(2) 提出会社の経営指標等 

  

(注) １ 売上高には、消費税等は含んでいません。 

２ 第53期及び第54期中の潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益金額については、潜在株式は存在しますが中間(当期)

純損失であるため記載していません。 

  

回次 第52期中 第53期中 第54期中 第52期 第53期 

会計期間 

自 平成15年 
  ３月１日 
至 平成15年 
  ８月31日 

自 平成16年
  ３月１日 
至 平成16年 
  ８月31日 

自 平成17年
  ３月１日 
至 平成17年 
  ８月31日 

自 平成15年 
  ３月１日 
至 平成16年 
  ２月29日 

自 平成16年
  ３月１日 
至 平成17年 
  ２月28日 

売上高 (百万円) 164,497 160,539 151,076 326,157 316,647

経常利益 (百万円) 2,572 2,121 1,200 5,166 2,328

中間(当期)純損益 (百万円) 401 2,566 △988 1,563 △21,949

資本金 (百万円) 37,549 37,549 37,549 37,549 37,549

発行済株式総数 (株) 128,894,833 128,894,833 128,894,833 128,894,833 128,894,833

純資産額 (百万円) 76,538 79,367 52,349 78,206 54,208

総資産額 (百万円) 154,656 162,136 139,115 158,239 137,220

１株当たり純資産額 (円) 620.51 641.04 422.80 634.09 437.86

１株当たり中間 
(当期)純損益 

(円) 3.25 20.78 △7.98 12.66 △177.53

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

(円) 3.25 20.65 ― 12.66 ―

１株当たり中間 
(年間)配当額 

(円) 6.00 6.00 0.00 12.00 12.00

自己資本比率 (％) 49.49 48.95 37.63 49.42 39.50

従業員数 
(外、平均臨時雇用者数) 

(人) 
3,560 
(9,466)

3,551
(9,280)

3,408
(9,014)

3,515 
(9,572)

3,464
(9,258)



２ 【事業の内容】 

当企業集団は、当社及び当社の関係会社(当社、連結子会社７社、持分法適用関連会社２社)により構成され、小売

り及び小売り周辺業務を主な内容とし、さらに不動産事業等の事業活動を展開しています。 

当中間連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営んでいる事業の内容に重要な変更はあ

りません。 

また、新株予約権の行使により㈱東武ストアが新たに持分法適用関連会社となりました。 

  

３ 【関係会社の状況】 

当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動は次のとおりです。 

  

(注) 有価証券報告書を提出しています。 

  

４ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

平成17年８月31日現在 

(注) 従業員数は就業人員です。また( )内はパートタイマー及びアルバイトの期中平均人員(１日８時間換算)であり、外数で記

載しています。 

  

(2) 提出会社の状況 

平成17年８月31日現在 

(注) 従業員数は就業人員です。また( )内はパートタイマー及びアルバイトの期中平均人員(１日８時間換算)であり、外数で記

載しています。 

  

(3) 労働組合の状況 

労働組合との間に特記すべき事項はありません。 

名称 住所 
資本金
(百万円) 

主要な
事業の内容 

議決権の
所有割合 

関係内容 

(持分法適用関連会社)   

㈱東武ストア 東京都板橋区 9,022 小売業 15.1％

(1) 当社は同社に商品
を供給していま
す。 

(2) 当社の役員２名が
同社の役員を兼任
しています。 

事業部門の名称 従業員数(人)

小売事業部門 3,959 (10,120) 

不動産事業部門 26 (   8) 

その他 65 (    80) 

合計 4,050 (10,208) 

従業員数(人) 3,408 (9,014) 



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、企業部門、家計部門がともに改善し景気は緩やかな回復傾向をたど

っておりますが、年金問題等の不安材料により、食品に対する消費マインドは依然として不透明であり、本格的な

消費動向の回復には至りませんでした。 

小売業界では、業種・業態を超えた企業間競争の激化等により、引き続き厳しい経営環境が続いております。 

このような環境下におきまして、当社は本年10月に創業60周年を迎えることとなりました。60周年を迎えるにあ

たり、本年度を「改革元年」と位置づけ、お客様起点の商品開発、人材の積極的な活用を中心に取り組みを続けて

いくとともに、長年のお客様のご愛顧に感謝を込めて、本年８月18日より60日間、「感謝」「感動」「お得」を統

一テーマとして、全店を挙げて「60周年創業祭」を開催いたしました。 

また、商品開発につきましては、品質重視の「FOODeX(フーデックス)」と環境に配慮した「HOMEeX(ホーメック

ス)」は、着実にお客様のご支持をいただき、累計で約420品目となりました。 

営業施策面につきましては、お客様のご要望や利便性を具現化するため、８店舗の改装及びリニューアルを行な

うとともに、深夜営業店舗は２店舗の営業時間を見直し短縮するとともに11店舗拡大し、合計102店舗とするなど多

様化するお客様のライフスタイルの変化に対するニーズを取り込める体制を進めています。 

一方、システム面では、新POSシステムの導入拡大を図ると同時に、店舗で使用する携帯型端末のバージョンアッ

プを実施したことにより、商品発注や売価変更等の作業が売場で商品の動きを実際に確認しながら行なえる等、売

場の変化にスピーディに対応しております。 

環境、社会貢献活動につきましては、当社の店舗に設置している水の自動販売機の売上金の一部を、社団法人国

土緑化推進機構の「緑の募金」に寄付することで、大切な水資源の確保に役立てていただいております。また、お

買物袋持参運動の継続実施や、体の不自由な方や高齢の方の手助けをするサービス介助士の店舗への配置拡大を図

ってまいりました。 

人材育成面につきましては、株式会社日本流通未来教育センターを活用し、１ヶ月間店長を現場の業務から開放

し、自店の問題点を客観的に分析し解決方法を見出していく「店長１ヶ月研修」の拡大等、階層別教育の充実に取

り組んでまいりました。また、合計で約180名のチーズや酒、並びに嗜好品のコンシェルジュを配置し、お客様と商

品を通じて会話のできる従業員の拡大育成を図っております。 

店舗につきましては、天王町店(神奈川県)、草加八幡店(埼玉県)、新小岩店(東京都)、四季の森フォレオ店(神奈

川県)、東中山店(千葉県)の５店舗を新設しました。 

また、経営資源の効率化を図るため、北浦和HOPビル店(埼玉県)他11店舗の閉鎖を行なった結果、当中間期末の店

舗数は204店舗となりました。 



連結子会社では、サンデーマート株式会社におきまして１店舗の新設、株式会社ポロロッカにおきまして１店舗

の新設と近畿地区17店舗の営業譲渡と３店舗の閉鎖を行ない、当中間連結会計期間末のグループのスーパーマーケ

ット総店舗数は251店舗となりました。なお、健康関連事業を営む株式会社メッカや、不動産の仲介・賃貸・管理を

営む株式会社マルエツ開発は、それぞれ事業の拡大を図っています。 

これらの結果、当中間連結会計期間の連結営業収益は1,664億15百万円(前年同期比7％減)、連結経常利益は14億

80百万円(前年同期比29.6％減)となりました。なお、特別損失として減損損失、店舗閉鎖費用、役員退職慰労金等

11億71百万円計上した結果、連結中間純損失は10億40百万円(前年同期は、連結中間純利益12億58百万円)となりま

した。 

  

(2) キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」)は、前連結会計年度に比べ45億円減少し、当

中間連結会計期間末の資金残高は87億42百万円となりました。 

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、税金等調整前中間純利益３億８百万円に減価償却費12億19百万円と

仕入債務の増加額18億42百万円等により、21億８百万円の資金増加(前年同期比54.6％)となりました。 

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、主に、有形固定資産の取得による支出53億62百万円等により、42億

71百万円の資金減少となりました。 

「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、主に、長期借入金の返済による支出13億51百万円、親会社による配

当金の支払額７億42百万円等により、23億38百万円の資金減少(前年同期比77.6％)となりました。 

  

  

  

  

  



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 販売実績 

当中間連結会計期間における売上高の内訳は、次のとおりです。 
  

(注) 上記金額には、消費税等は含んでいません。 

  

(2) 仕入実績 

当中間連結会計期間における仕入高の内訳は、次のとおりです。 
  

(注) 上記金額には、消費税等は含んでいません。 

  

区分 

当中間連結会計期間
(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 前年同期比(％)

金額(百万円) 構成比(％)

売上高  

生鮮食品 50,053 30.1 92.6

加工食品 98,161 59.0 93.5

雑貨衣料 13,453 8.1 88.5

その他 1,548 0.9 102.8

小計 163,216 98.1 92.9

その他営業収入 3,198 1.9 96.5

合計 166,415 100.0 93.0

区分 

当中間連結会計期間
(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 前年同期比(％)

金額(百万円) 構成比(％)

商品仕入高  

生鮮食品 36,833 31.0 93.5

加工食品 71,073 59.7 92.5

雑貨衣料 9,602 8.1 88.8

その他 1,432 1.2 101.5

合計 118,941 100.0 92.6



３ 【対処すべき課題】 

当中間連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が対処すべき課題について、重要な変更は

ありません。 

  

４ 【経営上の重要な契約等】 

当中間連結会計期間において、新たに締結した経営上の重要な契約等はありません。 

  

５ 【研究開発活動】 

該当事項はありません。 

  



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

(1) 重要な設備計画の変更 

提出会社及び連結子会社において、前連結会計年度末に計画した新設店舗は15店舗でありましたが、出店計画を

見直した結果、当中間連結会計期間に完了したものが７店舗(提出会社５店舗、連結子会社２店舗)、当連結会計年

度末までに新設するものが５店舗及び２物件(提出会社４店舗、連結子会社１店舗及び２物件)、合計12店舗及び２

物件となりました。 

  

(2) 重要な設備計画の完了 

前連結会計年度末に計画していた設備計画のうち、当中間連結会計期間に完了したものは、次のとおりです。 

平成17年８月31日現在 

(注) １ 帳簿価額のうち、「その他」は器具備品等であり、建設仮勘定は含んでいません。なお、金額には、消費税等は含んでい

ません。 

２ 従業員数の( )内はパートタイマー及びアルバイトの期中平均人員(１日８時間換算)であり、外数で記載しています。 

  

会社名 
事業所名 
(所在地) 

設備の内容

帳簿価額(百万円)
完了 
年月 

従業員数
(人) 土地

(面積㎡)
建物及び
構築物 

その他 合計

提出会社 
草加八幡店 
(埼玉県草加市) 

店舗 ― 321 19 341
平成17年 
３月 

23
(62)

  
天王町店 
(神奈川県横浜市 
保土ヶ谷区) 

店舗 ― 198 18 217
平成17年 
３月 

15
(86)

  
フーデックスプレス新
小岩店 
(東京都葛飾区) 

店舗 ― 76 8 84
平成17年 
４月 

7
(24)

  
四季の森フォレオ店 
(神奈川県横浜市 
旭区) 

店舗 ― 341 49 390
平成17年 
４月 

26
(134)

  
東中山店 
(千葉県船橋市) 

店舗 ― 182 22 205
平成17年 
６月 

14
(45)

サンデーマー
ト㈱ 

大森東店 
(東京都大田区) 

店舗 ― 72 17 89
平成17年 
６月 

16
(26)

㈱ポロロッカ 
水道小桜店 
(東京都文京区) 

店舗 ― 47 1 48
平成17年 
７月 

3
(18)



(3) 重要な設備の新設等 

当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設等は、次のとおりです。 

  

(注) 上記金額には、消費税等は含んでいません。 

  

(4) 重要な設備の除却等 

当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の除却等は、次のとおりです。 

  

(注) 上記金額には、消費税等は含んでいません。 

会社名 名称 所在地 設備の 
内容 

投資予定額

資金調達方法

着手及び完了予定年月 
売場面積 
(㎡) 総額 

(百万円) 
既支払額
(百万円) 着手 完了 

提出会社 三郷中央店 埼玉県 
三郷市 店舗 423 48

自己資金及び
借入金 

平成16年
３月 

平成17年 
10月 1,105 

  宮野木店 
千葉県 
千葉市 
花見川区 

店舗 810 334
自己資金及び
借入金 

平成16年
６月 

平成17年 
10月 1,553 

  さがみ野店 神奈川県 
海老名市 店舗 1,020 482

自己資金及び
借入金 

平成16年
８月 

平成17年 
11月 2,248 

  幸手上高野店 埼玉県 
幸手市 店舗 509 253

自己資金及び
借入金 

平成16年
６月 

平成17年 
12月 1,771 

㈱ポロロッ
カ 新店１店舗 ― 店舗 120 ―

自己資金及び
借入金 ― ― ― 

㈱マルエツ
開発 

エムズタウン
三郷中央 

埼玉県 
三郷市 商業施設 442 362

自己資金及び
借入金 

平成16年
３月 

平成17年 
10月 4,466 

エムズタウン
幸手 

埼玉県 
幸手市 商業施設 1,303 518

自己資金及び
借入金 

平成16年
６月 

平成17年 
12月 13,892 

会社名 名称 所在地 設備の内容
帳簿価額
(百万円) 

除却等の 
予定年月 

売場面積 
(㎡) 

提出会社 阿見店 
茨城県 
稲敷郡阿見町 

店舗 221
平成17年 
10月 

2,191

  北浦和西口店 
埼玉県さいたま市
浦和区 

店舗 1
平成17年 
11月 

664

  幸手公団店 
埼玉県 
幸手市 

店舗 0
平成17年 
11月 

730

  上小店 
埼玉県さいたま市
大宮区 

店舗 6
平成18年 
１月 

901

  北本店 
埼玉県 
北本市 

店舗 76
平成18年 
１月 

1,496

  西堀店 
埼玉県さいたま市
桜区 

店舗 4
平成18年 
１月 

993

  江戸川台店 
千葉県 
流山市 

店舗 3
平成18年 
１月 

1,314



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

  

② 【発行済株式】 

  

  

種類 会社が発行する株式の総数(株) 

普通株式 208,009,000

計 208,009,000

種類 
中間会計期間末 
現在発行数(株) 
(平成17年８月31日) 

提出日現在
発行数(株) 

(平成17年11月29日)

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名

内容 

普通株式 128,894,833 128,894,833
東京証券取引所
市場第一部 

完全議決権株式であり、権利
内容に何ら限定のない当社に
おける標準となる株式 

計 128,894,833 128,894,833 ― ― 



(2) 【新株予約権等の状況】 

当社は、商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき新株予約権を発行しています。 

  

(注) １ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株である。 

２ 新株予約権発行後、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整

し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

尚、算式中の既発行株式数には当社が保有する自己株式を含まない。 

株主総会の特別決議日(平成14年５月23日)

  
中間会計期間末現在
(平成17年８月31日) 

提出日の前月末現在 
(平成17年10月31日) 

新株予約権の数(個) 4,012(注)１ 同左 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 4,012,000 同左 

新株予約権の行使時の払込金額(円) １株当たり515(注)２ 同左 

新株予約権の行使期間 
平成16年５月24日から
平成19年５月23日まで 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(円) 

発行価格               515
資本組入額             258 

同左 

新株予約権の行使の条件 

① 新株予約権の割当てを受
けた者は、権利行使時に
おいても、当社又は当社
の子会社の取締役もしく
は従業員の地位にあるこ
とを要す。 

  但し、任期満了による退
任、定年退職の場合はこ
の限りではない。 

② 対象者が平成16年５月24
日以降に死亡した場合
は、その相続人が新株予
約権を行使できるものと
する。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するには取
締役会の承認を要するものと
する。 

同左 

      
既発行株式数＋

新規発行(処分)株式数×１株当たり払込金額 

調整後払込金額 ＝調整前払込金額 ×
１株当たり時価

既発行株式数＋新規発行(処分)株式数 



  

(注) １ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株である。 

２ 新株予約権発行後、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整

し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

尚、算式中の既発行株式数には当社が保有する自己株式を含まない。 

株主総会の特別決議日(平成15年５月22日)

  
中間会計期間末現在
(平成17年８月31日) 

提出日の前月末現在 
(平成17年10月31日) 

新株予約権の数(個) 615(注)１ 同左 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 615,000 同左 

新株予約権の行使時の払込金額(円) １株当たり529(注)２ 同左 

新株予約権の行使期間 
平成17年５月23日から
平成19年５月23日まで 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(円) 

発行価格               529
資本組入額             265 

同左 

新株予約権の行使の条件 

① 新株予約権の割当てを受
けた者は、権利行使時に
おいても、当社又は当社
の子会社の取締役もしく
は従業員の地位にあるこ
とを要す。 

  但し、任期満了による退
任、定年退職の場合はこ
の限りではない。 

② 対象者が平成17年５月23
日以降に死亡した場合
は、その相続人が新株予
約権を行使できるものと
する。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するには取
締役会の承認を要するものと
する。 

同左 

  

調整後払込金額＝調整前払込金額× 

既発行株式数＋
新規発行(処分)株式数×１株当たり払込金額 

１株当たり時価 

既発行株式数＋新規発行(処分)株式数 



  

(注) １ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株である。 

２ 新株予約権発行後、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整

し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

尚、算式中の既発行株式数には当社が保有する自己株式を含まない。 

  

(3) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

  

株主総会の特別決議日(平成15年５月22日)

  
中間会計期間末現在
(平成17年８月31日) 

提出日の前月末現在 
(平成17年10月31日) 

新株予約権の数(個) 330(注)１ 同左 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 330,000 同左 

新株予約権の行使時の払込金額(円) １株当たり567(注)２ 同左 

新株予約権の行使期間 
平成17年５月23日から
平成19年５月23日まで 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(円) 

発行価格               567
資本組入額             284 

同左 

新株予約権の行使の条件 

① 新株予約権の割当てを受
けた者は、権利行使時に
おいても、当社又は当社
の子会社の取締役もしく
は従業員の地位にあるこ
とを要す。 

  但し、任期満了による退
任、定年退職の場合はこ
の限りではない。 

② 対象者が平成17年５月23
日以降に死亡した場合
は、その相続人が新株予
約権を行使できるものと
する。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するには取
締役会の承認を要するものと
する。 

同左 

  

調整後払込金額＝調整前払込金額× 

既発行株式数＋
新規発行(処分)株式数×１株当たり払込金額 

１株当たり時価 

既発行株式数＋新規発行(処分)株式数 

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
(千株) 

発行済株式
総数残高 
(千株) 

資本金増減額
  

(百万円) 

資本金残高
  

(百万円) 

資本準備金 
増減額 
(百万円) 

資本準備金
残高 
(百万円) 

平成17年８月31日 ― 128,894 ― 37,549 ― 9,776



(4) 【大株主の状況】 

平成17年８月31日現在 

(注) 日本マスタートラスト信託銀行株式会社、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社の所有株式数は、信託業務に係るも

のです。 

  

(5) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成17年８月31日現在 

(注) 「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式426株及び証券保管振替機構名義の株式が300株含まれています。 

  

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株) 

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％) 

株式会社ダイエー 
兵庫県神戸市中央区港島中町４丁目
１番１号 

46,423 36.02

丸紅フーズインベストメント 
株式会社 

東京都千代田区大手町１丁目４番２号 37,113 28.79

株式会社マルエツ 東京都豊島区東池袋５丁目51番12号 5,078 3.94

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社 

東京都港区浜松町２丁目11番３号 1,979 1.54

マルエツ従業員持株会 東京都豊島区東池袋５丁目51番12号 1,776 1.38

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社 

東京都中央区晴海１丁目８番11号 1,565 1.21

株式会社みずほコーポレート 
銀行 

東京都千代田区丸の内１丁目３番３号 1,505 1.17

三洋電機株式会社 大阪府守口市京阪本通２丁目５番５号 946 0.73

マルエツ共栄会 東京都豊島区東池袋５丁目51番12号 923 0.72

みずほ信託銀行株式会社 東京都中央区八重洲１丁目２番１号 922 0.71

計 ― 98,233 76.21

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ― 

議決権制限株式(その他) ― ― ― 

完全議決権株式(自己株式等) 
普通株式 
(自己保有株式) 

5,078,000 
―

権利内容に何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式 

完全議決権株式(その他) 
普通株式 

122,961,000 
122,961 同上 

単元未満株式 
普通株式 

855,833 
― 同上 

発行済株式総数 128,894,833 ― ― 

総株主の議決権 ― 122,961 ― 



② 【自己株式等】 

平成17年８月31日現在 

(注) 株式名簿上は、当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が11,000株(議決権11個)あります。なお、当該

株式は、上記「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」欄に含めております。 

  

２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

  

(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものです。 

  

３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりです。 

  

役職の異動 

  

  

  

  

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義
所有株式数 
(株) 

他人名義
所有株式数 
(株) 

所有株式数
の合計 
(株) 

発行済株式総数
に対する所有 
株式数の割合(％)

(自己保有株式) 
株式会社マルエツ 

東京都豊島区東池袋 
５丁目51番12号 

5,078,000 ― 5,078,000 3.94

計 ― 5,078,000 ― 5,078,000 3.94

月別 平成17年３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 

最高(円) 590 524 515 513 523 565

最低(円) 490 476 487 490 492 506

新役名及び職名 旧役名及び職名 役員の氏名 異動年月日 

監査役 
株式会社ダイエー 
財務経理本部副本部長 

監査役
株式会社ダイエー 
財務本部長 
兼IR広報本部長 

上 保 康 和 平成17年６月３日 

専務取締役 
教育人事・財務経理管掌兼 
事業継続計画室長 

専務取締役 
教育人事・財務経理管掌兼
テーブルルネッサンス21推
進室長 

谷 口 義 博 平成17年10月１日 

取締役 
株式会社ダイエー取締役 
財務経理・総務人事担当 

取締役
株式会社ダイエー取締役 
財務経理管掌 
兼総務人事管掌 

高 橋 義 昭 平成17年11月１日 

取締役 
株式会社ダイエー取締役 
GMS事業担当 

取締役
株式会社ダイエー取締役 
GMS事業管掌 

中 前 圭 司 平成17年11月１日 



第５ 【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11年大蔵省令第

24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しています。 

  なお、前中間連結会計期間(平成16年３月１日から平成16年８月31日まで)は、改正前の中間連結財務諸表規則に

基づき、当中間連結会計期間(平成17年３月１日から平成17年８月31日まで)は、改正後の中間連結財務諸表規則に

基づいて作成しています。 

  

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。

以下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しています。 

  なお、前中間会計期間(平成16年３月１日から平成16年８月31日まで)は、改正前の中間財務諸表等規則に基づ

き、当中間会計期間(平成17年３月１日から平成17年８月31日まで)は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作

成しています。 

  

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間(平成16年３月１日から平成16年８月31日ま

で)及び当中間連結会計期間(平成17年３月１日から平成17年８月31日まで)の中間連結財務諸表並びに前中間会計期間

(平成16年３月１日から平成16年８月31日まで)及び当中間会計期間(平成17年３月１日から平成17年８月31日まで)の

中間財務諸表について、あずさ監査法人により中間監査を受けています。 

  



１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 

  

    
前中間連結会計期間末 

(平成16年８月31日) 

当中間連結会計期間末 

(平成17年８月31日) 

前連結会計年度 
要約連結貸借対照表 
(平成17年２月28日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(資産の部)           

Ⅰ 流動資産           

１ 現金及び預金     10,170 8,742   13,243 

２ 売掛金     1,643 1,695   1,313 

３ 有価証券 ※１   ― 9   9 

４ たな卸資産     13,138 12,206   11,827 

５ 繰延税金資産     3,589 174   152 

６ その他     10,986 9,827   9,234 

流動資産合計     39,527 24.2 32,656 23.2   35,780 25.4

Ⅱ 固定資産           

１ 有形固定資産           

(1) 建物及び 
構築物 

※1,2 38,765   27,831 27,239   

(2) 土地 ※１ 32,095   25,157 23,802   

(3) その他 ※２ 3,723 74,584 45.7 4,516 57,505 40.9 3,116 54,158 38.5

２ 無形固定資産     815 0.5 723 0.5   870 0.7

３ 投資その他の 
資産 

          

(1) 投資有価証券 ※１ 2,326   4,852 3,159   

(2) 差入保証金 ※１ 40,237   37,546 39,253   

(3) 繰延税金資産   4,187   5,950 7,056   

(4) その他   1,763   2,680 1,415   

貸倒引当金   △231 48,283 29.6 △1,346 49,684 35.4 △1,078 49,807 35.4

固定資産合計     123,682 75.8 107,913 76.8   104,835 74.6

Ⅲ 繰延資産           

社債発行費     25 8   16 

繰延資産合計     25 0.0 8 0.0   16 0.0

資産合計     163,235 100.0 140,577 100.0   140,633 100.0

            



  

    
前中間連結会計期間末 

(平成16年８月31日) 

当中間連結会計期間末 

(平成17年８月31日) 

前連結会計年度 
要約連結貸借対照表 
(平成17年２月28日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(負債の部)           

Ⅰ 流動負債           

１ 買掛金     21,653 20,493   18,044 

２ 短期借入金 ※１   9,124 17,018   18,141 

３ コマーシャル 
ペーパー 

    5,000 4,000   3,500 

４ 未払法人税等     241 348   371 

５ その他     6,811 8,504   7,968 

流動負債合計     42,830 26.3 50,363 35.8   48,025 34.1

Ⅱ 固定負債           

１ 社債     10,000 10,000   10,000 

２ 長期借入金 ※１   29,613 18,195   19,173 

３ 退職給付引当金     2,549 229   4,081 

４ その他 ※１   6,346 14,786   10,449 

固定負債合計     48,510 29.7 43,211 30.8   43,704 31.1

負債合計     91,340 56.0 93,575 66.6   91,730 65.2

(少数株主持分)           

Ⅰ 少数株主持分     ― ― ― ―   ― ―

(資本の部)           

Ⅰ 資本金     37,549 23.0 37,549 26.7   37,549 26.7

Ⅱ 資本剰余金     35,788 21.9 17,934 12.8   35,788 25.5

Ⅲ 利益剰余金     673 0.4 △6,345 △4.5   △22,417 △15.9

Ⅳ その他有価証券 
評価差額金 

    380 0.2 358 0.2   481 0.3

Ⅴ 自己株式     △2,496 △1.5 △2,494 △1.8   △2,500 △1.8

資本合計     71,894 44.0 47,002 33.4   48,902 34.8

負債、少数株主 
持分及び資本合計 

    163,235 100.0 140,577 100.0   140,633 100.0

            



② 【中間連結損益計算書】 

  

    
前中間連結会計期間 

(自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

前連結会計年度 
要約連結損益計算書 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
百分比
(％) 

金額(百万円)
百分比
(％) 

金額(百万円) 
百分比
(％) 

Ⅰ 売上高     175,706 100.0 163,216 100.0   345,528 100.0
Ⅱ 売上原価     127,306 72.5 118,556 72.6   251,227 72.7

売上総利益     48,399 27.5 44,660 27.4   94,301 27.3

Ⅲ 営業収入     3,312 1.9 3,198 1.9   6,419 1.9

営業総利益     51,712 29.4 47,859 29.3   100,721 29.2
Ⅳ 販売費及び 
一般管理費 

※１   49,193 28.0 46,211 28.3   97,991 28.4

営業利益     2,519 1.4 1,647 1.0   2,729 0.8

Ⅴ 営業外収益           

１ 受取利息   182   57 391   

２ 受取配当金   5   6 9   

３ 匿名組合 
  投資利益 

  ―   214 165   

４ 持分法投資利益   ―   53 ―   

５ 雑収入   59 247 0.1 90 421 0.3 112 679 0.2

Ⅵ 営業外費用           

１ 支払利息   486   396 893   
２ コマーシャル 
ペーパー利息 

  10   6 20   

３ 社債発行費償却   8   8 16   

４ 雑損失   160 665 0.3 176 588 0.4 245 1,176 0.3

経常利益     2,101 1.2 1,480 0.9   2,232 0.7

Ⅶ 特別利益           
１ 投資有価証券 
売却益 

  3,648   ― 3,648   

２ 固定資産信託 
  受益権売却益 

※２ ―   ― 2,571   

３ 固定資産売却益 ※３ ―   ― 1,103   

４ その他   ― 3,648 2.1 ― ― ― 29 7,352 2.1

Ⅷ 特別損失           

１ 減損損失 ※６ ―   389 19,060   

２ 役員退職慰労金   11   381 13   

３ 店舗閉鎖費用 ※８ ―   290 3,696   

４ 固定資産売却損 ※９ 321   110 471   

５ 退職給付費用 ※５ ―   ― 1,274   
６ 貸倒引当金 
  繰入額 

  ―   ― 671   

７ 過年度賃料等 ※７ 662   ― 662   
８ 連結調整勘定 
  一括償却 

  460   ― 460   

９ 固定資産除却損 ※４ 245   ― ―   

10 その他 ※10 158 1,859 1.1 ― 1,171 0.7 1,079 27,390 7.9
税金等調整前 
中間純利益 

    3,890 2.2 308 0.2   ― ―

税金等調整前 
当期純損失 

    ― ― ― ―   17,805 △5.1

法人税、住民税 
及び事業税 

  233   180 388   

法人税等調整額   2,399 2,632 1.5 1,168 1,349 0.8 2,896 3,284 1.0

中間純利益     1,258 0.7 ― ―   ― ―
中間(当期) 
純損失 

    ― ― 1,040 △0.6   21,089 △6.1

            



③ 【中間連結剰余金計算書】 

  

  

  
前中間連結会計期間 

(自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日)

当中間連結会計期間 

(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日)

前連結会計年度 
連結剰余金計算書 

(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日)

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅰ 資本剰余金の部     

資本剰余金期首残高   35,776 35,788   35,776

資本剰余金増加高     

自己株式処分差益 11 11 0 0 12 12

資本剰余金減少高     

利益剰余金への振替高 ― 17,111 ― 

配当金 ― ― 742 17,854 ― ―

資本剰余金中間期末 
(期末)残高 

  35,788 17,934   35,788

Ⅱ 利益剰余金の部     

利益剰余金期首残高   155 △22,417   155

利益剰余金増加高     

中間純利益 1,258 ― ― 

その他資本剰余金 
からの振替高 

― 1,258 17,111 17,111 ― ―

利益剰余金減少高     

中間(当期)純損失 ― 1,040 21,089 

配当金 740 740 ― 1,040 1,482 22,572

利益剰余金中間期末 
(期末)残高 

  673 △6,345   △22,417

      



④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

  

   
前中間連結会計期間 

(自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日)

当中間連結会計期間 

(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日)

前連結会計年度 
要約連結キャッシュ・ 
フロー計算書 

(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日)

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅰ 営業活動による 
キャッシュ・フロー 

  

税金等調整前中間純利益  3,890 308 ─

税金等調整前当期純損失  ─ ─ △17,805

減価償却費  1,651 1,219 3,270

退職給付引当金の増減額  270 14 1,802

前払年金費用の増減額  ─ △1 ─

貸倒引当金増減額  ─ △21 846

受取利息及び受取配当金  △188 △63 △401

支払利息  496 396 893

投資有価証券売却益  △3,648 ─ △3,648

固定資産売却損  321 110 471

固定資産除却損  293 57 2,473

減損損失  ─ 389 19,060

連結調整勘定一括償却  460 ─ 460

匿名組合投資利益  ─ △214 △111

売上債権の増減額  △407 △382 △77

たな卸資産の増減額  △1,013 △379 297

仕入債務の増減額  2,049 1,842 △930

未払消費税等の増減額  △92 △246 △39

預り保証金の増減額  △111 151 △193

その他  809 △374 △1,342

小計  4,781 2,805 5,026

利息及び配当金受取額  188 63 401

利息支払額  △599 △394 △1,000

法人税等支払額  △509 △366 △575

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 3,860 2,108 3,851



  

  

   
前中間連結会計期間 

(自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日)

当中間連結会計期間 

(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日)

前連結会計年度 
要約連結キャッシュ・ 
フロー計算書 

(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日)

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅱ 投資活動による 
キャッシュ・フロー 

  

有形固定資産の取得による 
支出 

 △4,109 △5,362 △7,835

有形固定資産の売却による 
収入 

 1,265 1,038 4,429

固定資産信託受益権売却 
による収入 

 ─ ─ 5,385

無形固定資産の取得による
支出 

 △252 △8 △405

投資有価証券の取得による 
支出 

 ─ △1,637 ─

投資有価証券の売却による 
収入 

 5,305 ─ 6,481

差入保証金の増加による 
支出 

 △1,037 △569 △1,663

差入保証金の減少による 
収入 

 1,143 2,268 2,687

貸付けによる支出  △52 △35 △83

貸付金の回収による収入  43 37 60

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 2,305 △4,271 9,056

Ⅲ 財務活動による 
キャッシュ・フロー 

  

短期借入金の純増減額  1,650 △750 990

長期借入金の調達による 
収入 

 5,600 ─ 6,000

長期借入金の返済による 
支出 

 △4,567 △1,351 △5,729

コマーシャルペーパー 
純増減額 

 5,000 500 3,500

社債の償還による支出  △10,200 ─ △10,200

自己株式の取得による支出  △12 △8 △24

自己株式の処分による収入  254 15 262

親会社による配当金の 
支払額 

 △740 △742 △1,483

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 △3,014 △2,338 △6,684

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
換算差額 

 ─ ─ ─

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額  3,151 △4,500 6,224

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
期首残高 

 7,019 13,243 7,019

Ⅶ 現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高 

※１ 10,170 8,742 13,243

    



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

１ 連結の範囲に関する事項 

子会社はすべて連結していま

す。 

連結子会社の数    ７社 

連結子会社名 

㈱クローバ商事、サンデーマ

ート㈱、パンダスタンプ販売

㈱、㈱ポロロッカ、㈱マー

ノ、㈱マルエツ開発、㈱メッ

カ 

１ 連結の範囲に関する事項 

子会社はすべて連結していま

す。 

連結子会社の数    ７社 

連結子会社名 

左に同じ 

１ 連結の範囲に関する事項 

子会社はすべて連結していま

す。 

連結子会社の数    ７社 

連結子会社名 

左に同じ 

２ 持分法の適用に関する事項 

関係会社はすべて持分法を適

用しています。 

持分法を適用した関連会社の

数          １社 

持分法を適用した関連会社名 

㈱日本流通未来教育センター 

２ 持分法の適用に関する事項 

(1) 持分法を適用した関連会社の

数          ２社 

持分法を適用した関連会社名 

㈱東武ストア 

㈱日本流通未来教育センター 

なお、㈱東武ストアについて

は、新株予約権を行使したこ

とにより、当中間連結会計期

間から持分法適用の関連会社

に含めることとしています。 

(2) 持分法を適用しない関連会社

の名称 

㈱東武警備サポート 

㈱東武フーズ 

持分法非適用会社は、それぞ

れ中間純損益(持分に見合う

額)及び利益剰余金(持分に見

合う額)等からみて、持分法

の対象から除いても中間連結

財務諸表に及ぼす影響が軽微

であり、かつ、全体としても

重要性がないため、持分法の

適用範囲から除いています。 

２ 持分法の適用に関する事項 

持分法を適用した関連会社の

数          １社 

持分法を適用した関連会社名 

㈱日本流通未来教育センター 

３ 連結子会社の中間決算日等に関

する事項 

連結子会社の中間決算日と、

中間連結決算日は一致してい

ます。 

３ 連結子会社の中間決算日等に関

する事項 

左に同じ 

３ 連結子会社の事業年度等に関す

る事項 

連結子会社の事業年度末日と

連結決算日は一致していま

す。 



  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

４ 会計処理基準に関する事項 

 (1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法 

  ① 有価証券 

満期保有目的の債券 

償却原価法(定額法) 

その他有価証券 

時価のあるもの 

中間決算日の市場価格

等に基づく時価法(評

価差額は全部資本直入

法により処理し、売却

原価は移動平均法によ

り算定) 

時価のないもの 

移動平均法による原価

法 

４ 会計処理基準に関する事項 

 (1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法 

  ① 有価証券 

満期保有目的の債券 

左に同じ 

その他有価証券 

時価のあるもの 

左に同じ 

  

  

  

  

  

時価のないもの 

移動平均法による原価

法 

なお、投資事業有限責

任組合及びそれに類す

る組合への出資(証券

取引法第２条第２項に

より有価証券とみなさ

れるもの)について

は、組合契約に規定さ

れる決算報告日に応じ

て入手可能な最近の決

算書を基礎とし、持分

相当額を純額で取り込

む方法によっておりま

す。 

４ 会計処理基準に関する事項 

 (1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法 

  ① 有価証券 

    満期保有目的の債券 

左に同じ 

    その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に

基づく時価法(評価差

額は全部資本直入法に

より処理し、売却原価

は移動平均法により算

定) 

時価のないもの 

左に同じ 

  ② たな卸資産 

商品 

店舗在庫商品は売価還元

法による原価法 

加工センター等の在庫商

品は、最終仕入原価法に

よる原価法 

  ② たな卸資産 

商品 

左に同じ 

  ② たな卸資産 

商品 

左に同じ 

貯蔵品 

最終仕入原価法による原

価法 

貯蔵品 

左に同じ 

貯蔵品 

左に同じ 

 (2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

  ① 有形固定資産 

建物(建物附属設備含む)及

び構築物は定額法、それ以

外の有形固定資産について

は定率法を採用していま

す。 

なお、主な耐用年数は以下

のとおりです。 

建物及び 
構築物 

15年～39年

 (2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

  ① 有形固定資産 

左に同じ 

 (2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

  ① 有形固定資産 

左に同じ 

  ② 無形固定資産 

定額法を採用しています。 

なお、ソフトウェア(自社

利用分)については、社内

における利用可能期間(５

年)に基づく定額法によっ

ています。 

  ② 無形固定資産 

左に同じ 

  ② 無形固定資産 

左に同じ 



  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

 (3) 重要な繰延資産の処理方法  (3) 重要な繰延資産の処理方法  (3) 重要な繰延資産の処理方法 

社債発行費 

商法施行規則の規定に基づ

き、３年間に毎期均等額を

償却しています。 

社債発行費 

左に同じ 

社債発行費 

左に同じ 

 (4) 重要な引当金の計上基準 

  ① 貸倒引当金 
売掛金、貸付金、未収入金
等の金銭債権の貸倒れに備
えるため、一般債権につい
ては貸倒実績率により、貸
倒懸念債権等特定の債権に
ついては個別に回収可能性
を検討し、回収不能見込額
を計上しています。 

 (4) 重要な引当金の計上基準 

  ① 貸倒引当金 

左に同じ 

 (4) 重要な引当金の計上基準 

  ① 貸倒引当金 

左に同じ 

  ② 退職給付引当金 
従業員の退職給付に備える
ため、当連結会計年度末に
おける退職給付債務及び年
金資産の見込額に基づき、
当中間連結会計期間末にお
いて発生していると認めら
れる額を計上しています。 
なお、会計基準変更時差異
(6,885百万円)について
は、15年による按分額を費
用処理しています。 
また、過去勤務債務は、そ
の発生時の従業員の平均残
存勤務期間以内の一定の年
数(10年)による定額法によ
り按分した額を発生した期
から費用処理し、数理計算
上の差異は、その発生時の
従業員の平均残存勤務期間
以内の一定の年数(10年)に
よる定額法により按分した
額を発生の翌連結会計年度
から費用処理することとし
ています。 

  ② 退職給付引当金 
従業員の退職給付に備える
ため、当連結会計年度末に
おける退職給付債務及び年
金資産の見込額に基づき、
当中間連結会計期間末にお
いて発生していると認めら
れる額を計上しています。 
なお、会計基準変更時差異
(4,796百万円)について
は、15年による按分額を費
用処理しています。 
また、過去勤務債務は、そ
の発生時の従業員の平均残
存勤務期間以内の一定の年
数(10年)による定額法によ
り按分した額を発生した期
から費用処理し、数理計算
上の差異は、その発生時の
従業員の平均残存勤務期間
以内の一定の年数(10年)に
よる定額法により按分した
額を発生の翌連結会計年度
から費用処理することとし
ています。 

  ② 退職給付引当金 
従業員の退職給付に備える
ため、当連結会計年度末に
おける退職給付債務及び年
金資産の見込額に基づき、
当連結会計年度末において
発生していると認められる
額を計上しています。 
なお、会計基準変更時差異
(4,796百万円)について
は、15年による按分額を費
用処理しています。 
また、過去勤務債務は、そ
の発生時の従業員の平均残
存勤務期間以内の一定の年
数(10年)による定額法によ
り按分した額を発生した期
から費用処理し、数理計算
上の差異は、その発生時の
従業員の平均残存勤務期間
以内の一定の年数(10年)に
よる定額法により按分した
額を発生の翌連結会計年度
から費用処理することとし
ています。 

――――― ――――― (追加情報) 
 確定拠出年金法の施行に
伴い、平成17年２月28日に
退職金制度のうち適格退職
年金制度の一部について、
確定拠出年金制度へ移行
し、「退職給付制度間の移
行等に関する会計処理」
(企業会計基準委員会 平
成14年１月31日 企業会計
基準適用指針第１号)を適
用しております。なお、こ
れにより税金等調整前当期
純損失が、1,274百万円増
加しております。 

 (5) 重要なリース取引の処理方法 

リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取

引については、通常の賃貸借

取引に係る方法に準じた会計

処理によっています。 

 (5) 重要なリース取引の処理方法 

左に同じ 

 (5) 重要なリース取引の処理方法 

左に同じ 



  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

 (6) 重要なヘッジ会計の方法 

  ① ヘッジ会計の方法 

金利スワップについては、

特例処理の要件を満たして

いますので、特例処理を採

用しています。 

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

  ③ ヘッジの方針 

借入金の利息相当額の範囲

内で市場金利変動リスクを

回避する目的で行っていま

す。 

  ④ ヘッジ有効性評価の方法 

特例処理を採用しています

ので、ヘッジの有効性の判

定は、省略しています。 

(ヘッジ手段) (ヘッジ対象)

金利スワップ 借入金の利息

 (6) 重要なヘッジ会計の方法 

  ① ヘッジ会計の方法 

左に同じ 

  

  

  

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

左に同じ 

  

  ③ ヘッジの方針 

左に同じ 

  

  

  

  ④ ヘッジ有効性評価の方法 

左に同じ 

 (6) 重要なヘッジ会計の方法 

  ① ヘッジ会計の方法 

左に同じ 

  

  

  

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

左に同じ 

  

  ③ ヘッジの方針 

左に同じ 

  

  

  

  ④ ヘッジ有効性評価の方法 

左に同じ 

 (7) 消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計

処理は税抜方式を採用してい

ます。 

 (7) 消費税等の会計処理 

左に同じ 

 (7) 消費税等の会計処理 

左に同じ 

５ 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

手許現金、要求払預金及び容

易に換金可能であり、かつ、

価値の変動について僅少なリ

スクしか負わない取得日から

３ヶ月以内に満期の到来する

短期投資からなっています。 

５ 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

左に同じ 

５ 連結キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲 

左に同じ 



(会計処理の変更) 

  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

――――― ――――― 

  

  

  

  

  

(固定資産の減損に係る会計基準) 

 「固定資産の減損に係る会計基

準」(「固定資産の減損に係る会計

基準の設定に関する意見書」(企業

会計審議会 平成14年８月９日))及

び「固定資産の減損に係る会計基準

の適用指針」(企業会計基準委員会 

平成15年10月31日 企業会計基準適

用指針第６号)が平成17年２月28日

に終了する連結会計年度に係る連結

財務諸表から適用できることになっ

たことに伴い、当連結会計年度から

同基準及び同適用指針を適用してい

ます。これにより税金等調整前当期

純損失が19,060百万円増加しており

ます。 

 なお、減損損失累計額について

は、改正後の連結財務諸表規則に基

づき各資産の金額から直接控除して

おります。 



(表示方法の変更) 

  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

――――― (中間連結貸借対照表) 

 「証券取引法等の一部を改正する

法律」(平成16年法律第97号)が平成

16年６月９日に公布され、平成16年

12月１日より適用となったこと及び

「金融商品会計に関する実務指針」

(会計制度委員会報告第14号)が平成

17年２月15日付で改正されたことに

伴い、当中間連結会計期間から投資

事業有限責任組合及びそれに類する

組合への出資(証券取引法第２条第

２項により有価証券とみなされるも

の)を投資その他の資産の「その

他」として表示する方法から「投資

有価証券」として表示する方法に変

更いたしました。 

 なお、当中間連結会計期間の「投

資有価証券」に含まれる当該出資の

額は883百万円であります。 

  

(連結貸借対照表) 

 「証券取引法等の一部を改正する

法律」(平成16年法律第97号)が平成

16年６月９日に公布され、平成16年

12月１日より適用となったこと及び

「金融商品会計に関する実務指針」

(会計制度委員会報告第14号)が平成

17年２月15日付で改正されたことに

伴い、当連結会計年度から投資事業

有限責任組合及びそれに類する組合

への出資(証券取引法第２条第２項

により有価証券とみなされるもの)

を投資その他の資産の「その他」と

して表示する方法から「投資有価証

券」として表示する方法に変更いた

しました。 

 なお、当連結会計年度の「投資有

価証券」に含まれる当該出資の額は

669百万円であります。 

  

  (中間連結損益計算書) 

１ 前中間連結会計期間まで営業外

収益「雑収入」に含めて表示して

おりました「持分法投資利益」に

ついては、当中間連結会計期間に

おいて営業外収益の総額の100分

の10を超えたため、当中間連結会

計期間より区分掲記することとい

たしました。 

  なお、前中間連結会計期間の 

「雑収入」に含まれる「持分法投

資利益」は３百万円であります。 

  

２ 前中間連結会計期間まで特別損

失「その他」に含めて表示してお

りました「店舗閉鎖費用」につい

ては、当中間連結会計期間におい

て特別損失の総額の100分の10を

超えたため、当中間連結会計期間

より区分掲記することといたしま

した。 

  なお、前中間連結会計期間の

「その他」に含まれる「店舗閉鎖

費用」は、130百万円でありま

す。 

(連結損益計算書) 

 前連結会計年度まで特別損失「そ

の他」に含めて表示しておりました

「店舗閉鎖費用」については、当連

結会計年度において特別損失の総額

の100分の10を超えたため、当連結

会計年度より区分掲記することとい

たしました。 

 なお、前連結会計年度の「その

他」に含まれる「店舗閉鎖費用」

は、119百万円であります。 

 また、前連結会計年度まで特別損

失「固定資産除却損」として表示し

ておりましたが、当連結会計年度に

おいて特別損失の総額の100分の10

に満たないため、当連結会計年度よ

り「店舗閉鎖費用」に含めて表示し

ております。 



(追加情報) 

  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

――――― １ 「地方税法等の一部を改正する

法律」(平成15年法律第９号)が平

成15年３月31日公布され、平成16

年４月１日以後に開始する事業年

度より外形標準課税制度が導入さ

れたことに伴い、当中間連結会計

期間から「法人事業税における外

形標準課税部分の損益計算書上の

表示についての実務上の取扱い」

(平成16年２月13日 企業会計基準

委員会 実務対応報告第12号)に従

い、法人事業税の付加価値割及び

資本割については、販売費及び一

般管理費に181百万円計上してい

ます。 

  

２ 平成17年５月26日開催の第53回

定時株主総会終結の時をもって役

員退職慰労金制度(規定を含む)を

廃止し、それに伴い在任中の取締

役及び監査役に対して平成17年５

月26日までの慰労金として、従来

の制度に基づいた金額を当該取締

役及び監査役の退任時に支給する

旨を決議いたしました。その結

果、当該支給予定額259百万円を

「役員退職慰労金」として未払計

上しています。 

――――― 

  

  

  

  

  



注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

  

  

前中間連結会計期間末 
(平成16年８月31日) 

当中間連結会計期間末
(平成17年８月31日) 

前連結会計年度末 
(平成17年２月28日) 

※１ 担保資産 

債務の担保に供している資産 

建物及び 
構築物 

4,537百万円

土地 15,310 〃 

差入保証金 299 〃 

計 20,147百万円

※１ 担保資産 

債務の担保に供している資産 

建物及び
構築物 

3,995百万円

土地 11,350 〃

差入保証金 283 〃

計 15,629百万円

※１ 担保資産 

債務の担保に供している資産 

建物及び
構築物 

4,318百万円

土地 10,929 〃 

差入保証金 291 〃 

計 15,540百万円

上記に対する債務額 

短期借入金 822百万円

長期借入金 7,395 〃 

計 8,217百万円

上記に対する債務額 

短期借入金 1,638百万円

長期借入金 7,093 〃

その他
(固定負債) 

767 〃

計 9,498百万円

上記に対する債務額 

短期借入金 1,315百万円

長期借入金 7,731 〃 

その他
(固定負債) 

767 〃 

計 9,814百万円

宅地建物取引業法に基づく供託 

投資有価証券 20百万円

宅地建物取引業法に基づく供託 

有価証券 9百万円

投資有価証券 19 〃

宅地建物取引業法に基づく供託 

有価証券 9百万円

投資有価証券 10 〃 

※２ 有形固定資産の減価償却累計額 

  48,743百万円

※２ 有形固定資産の減価償却累計額 

  43,804百万円

※２ 有形固定資産の減価償却累計額 

46,194百万円

３ 偶発債務 

 ① 銀行借入金に対する保証債

務 

従業員 
住宅貸付 

２件 ２百万円

３ 偶発債務 

 ①    ――― 

３ 偶発債務 

 ①    ――― 

 ②提出会社の店舗の賃貸人であ

る入三商事㈱により、賃貸借

契約に基づく賃料差額及び遅

延損害金２億14百万円の支払

いを求める訴訟を提起され、

現在係争中であります。 

 ②左に同じ  ②左に同じ 



(中間連結損益計算書関係) 

  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は次のと

おりです。 

給料及び 
手当 

23,009百万円

退職給付 
費用 

914 〃 

福利厚生費 2,408 〃 

水道光熱費 3,541 〃 

減価償却費 1,651 〃 

賃借料 10,124 〃 

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は次のと

おりです。 

給料及び
手当 

21,767百万円

退職給付
費用 

680 〃

福利厚生費 2,324 〃 

水道光熱費 3,179 〃 

減価償却費 1,219 〃 

賃借料 9,737 〃 

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は次のと

おりです。 

給料及び
手当 

45,580百万円

退職給付
費用 

1,818 〃 

水道光熱費 7,003 〃 

減価償却費 3,270 〃 

賃借料 20,377 〃 

※２    ――――― ※２    ――――― ※２ 固定資産信託受益権売却益は

中山店、西谷店、大成店、上

沼田館、蕨店、糀谷館、蕨分

室の土地、建物を信託受益権

化し、これを売却したことに

よるものです。 

※３    ――――― ※３    ――――― ※３ 固定資産売却益の内訳は以下

のとおりです。 
店舗施設等の 
譲渡 
(１店舗及び 
１物件) 

1,103百万円

※４ 固定資産除却損は、当中間連

結会計期間に閉鎖した店舗等

に係る内装設備226百万円、

器具備品18百万円の除却によ

るものです。 

※４    ――――― ※４    ――――― 

※５    ――――― ※５    ――――― ※５ 退職金制度のうち適格退職年

金制度の一部について、確定

拠出年金制度へ移行したこと

によるものです。 

※６    ――――― ※６ 当中間連結会計期間におきま

して、当社グループは以下の

資産グループについて減損損

失を計上いたしました。 

(単位 百万円) 

用途 種類 場所 減損損失

店舗 

建物 
及び構築物 
その他 
(器具備品) 
リース資産 

埼玉県 197

東京都 79

千葉県 75

神奈川県他 37

※６ 当連結会計年度におきまし

て、当社グループは以下の資

産グループについて減損損失

を計上いたしました。 

(単位 百万円) 

  

用途 種類 場所 減損損失

店舗

建物

及び構築物 
土地 
その他 
(器具備品

等) 
リース資産 

東京都 4,413

埼玉県 2,140

神奈川県 1,944

千葉県他 3,630

遊休

資産・ 
賃貸 
資産 

建物

及び構築物 
土地等 

千葉県他 6,931



  
前中間連結会計期間 
(自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

   当社グループは、キャッシ

ュ・フローを生み出す最小単

位として店舗を基本単位とし

て、また賃貸資産等について

は物件単位毎にグルーピング

しております。 

 店舗及び賃貸資産について

は、営業活動から生じる損益

が継続してマイナスである店

舗における資産グループの帳

簿価額を回収可能価額まで減

額し、また遊休資産について

は、市場価格が帳簿価額より

著しく下落している資産グル

ープの帳簿価額を回収可能価

額まで減額し、当該減少額を

減損損失(389百万円)として

特別損失に計上いたしまし

た。なお当資産グループの回

収可能価額は正味売却価額ま

たは使用価値により測定して

おります。正味売却価額は、

不動産については不動産鑑定

評価基準またはそれに準ずる

方法により、その他の固定資

産については、取引事例等を

勘案した合理的な見積りによ

り算定しております。また、

使用価値は、将来キャッシ

ュ・フローを5.0％で割引い

て算定しております。 

(内訳) 

建物及び
構築物 

96百万円

その他
(器具備品) 

72 〃

リース資産 220 〃

計 389百万円

 当社グループは、キャッシ

ュ・フローを生み出す最小単

位として店舗を基本単位とし

て、また賃貸資産等について

は物件単位毎にグルーピング

しております。 

 店舗及び賃貸資産について

は、営業活動から生じる損益

が継続してマイナスである店

舗における資産グループの帳

簿価額を回収可能価額まで減

額し、また遊休資産について

は、市場価格が帳簿価額より

著しく下落している資産グル

ープの帳簿価額を回収可能価

額まで減額し、当該減少額を

減損損失(19,060百万円)とし

て特別損失に計上いたしまし

た。なお、当資産グループの

回収可能価額は正味売却価額

または使用価値により測定し

ております。正味売却価額

は、不動産については不動産

鑑定評価基準またはそれに準

ずる方法により、その他の固

定資産については、取引事例

等を勘案した合理的な見積り

により算定しております。ま

た、使用価値は、将来キャッ

シュ・フローを5.0％で割引

いて算定しております。 

(内訳) 

建物及び
構築物 

7,613百万円

土地 6,996 〃 

その他
(器具備品等) 

981 〃 

リース資産 3,469 〃 

計 19,060百万円

※７ 当中間連結会計期間におい

て、提出会社の店舗賃貸人は

賃貸借契約の増額特約に基づ

く賃料増額を求める訴訟を提

起し、東京高等裁判所控訴審

判決により提出会社に賃料差

額及び遅延損害金２億24百万

円の支払いが命じられ、最高

裁判所は、平成16年６月８日

に上告審を受理しないことを

決定しました。 

   これに伴い当該支払額２億24

百万円及び最高裁決定を踏ま

えた過年度分賃借料差額等４

億38百万円を「過年度賃料

等」として処理しています。 

※７    ――――― ※７ 当連結会計年度におきまし

て、提出会社の店舗賃貸人は

賃貸借契約の増額特約に基づ

く賃料増額を求める訴訟を提

起し、東京高等裁判所控訴審

判決により提出会社に賃料差

額及び遅延損害金２億24百万

円の支払いが命じられ、最高

裁判所は、平成16年６月８日

に上告審を受理しないことを

決定しました。 

   これに伴い当該支払額２億24

百万円及び最高裁決定を踏ま

えた過年度分賃借料差額等４

億38百万円を「過年度賃料

等」として処理しています。 



  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

※８    ――――― ※８ 店舗閉鎖費用は、当期閉鎖店

舗に係る費用であり、その内

訳は以下のとおりでありま

す。 

商品処分損 114百万円

割増退職金 112 〃

原状回復費用 23 〃
その他店舗閉鎖
に係る費用 

39 〃 

計 290百万円

※８ 店舗閉鎖費用は、当期閉鎖及

び来期に閉鎖予定の店舗に係

る費用であり、その内訳は以

下の通りであります。 
閉鎖予定店
に係る 
固定資産除却損 

2,044百万円

閉鎖店に係る 
固定資産除却損 

436 〃 

原状回復費用 416 〃 

賃貸借契約解約 
に係る違約金 

210 〃 

リース契約解約 
に係る違約金 

183 〃 

割増退職金 176 〃 

商品処分損 71 〃 
その他店舗閉鎖 
に係る費用 

156 〃 

計 3,696百万円

※９    ――――― ※９ 固定資産売却損の内訳は以下

のとおりです。 
店舗施設等の
譲渡 
(17店舗及び 
２物件) 

110百万円

※９ 固定資産売却損の内訳は以下

のとおりです。 
店舗施設等の 
譲渡 
(７店舗及び 
１物件) 

471百万円

※10 その他の特別損失は、当中間

連結会計期間に閉鎖した店舗

に係る閉鎖費用等です。 

※10    ――――― ※10 その他の特別損失は、商品評

価損、ゴルフ会員権評価損等

です。 



(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

※１ 現金及び現金同等物の中間期

末残高と中間連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額

は、いずれも10,170百万円で

一致しています。 

※１ 現金及び現金同等物の中間期

末残高と中間連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額

は、いずれも8,742百万円で

一致しています。 

※１ 現金及び現金同等物の期末残

高と連結貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額は、いず

れも13,243百万円で一致して

います。 



(リース取引関係) 

  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引 

 (1) リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及

び中間期末残高相当額 

  

※その他の主なものは器具備品で

す。 

  
取得価額 
相当額 
(百万円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円) 

中間期末

残高 
相当額 
(百万円) 

建物及び 
構築物 1,027 308 719

その他 16,843 9,249 7,593

合計 17,870 9,558 8,312

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引 

 (1) リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額、

減損損失累計額相当額及び中

間期末残高相当額 

※その他の主なものは器具備品で

す。 

  
取得価額

相当額 
(百万円)

減価償却

累計額 
相当額 
(百万円)

減損損失

累計額 
相当額 
(百万円)

中間

期末残高

相当額 
(百万円)

建物及び 
構築物 1,027 333 693 ―

その他 14,360 6,794 2,943 4,623

合計 15,388 7,128 3,636 4,623

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引 

 (1) リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額、

減損損失累計額相当額及び期

末残高相当額 

※その他の主なものは器具備品で

す。 

取得価額

相当額 
(百万円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円) 

減損損失 
累計額 
相当額 
(百万円) 

期末残高

相当額 
(百万円)

建物及び

構築物 1,027 333 693 ―

その他 16,818 9,857 2,776 4,184

合計 17,846 10,191 3,469 4,184

 (2) 未経過リース料中間期末残高

相当額 

１年以内 2,690百万円

１年超 5,844 〃 

計 8,535百万円

 (2) 未経過リース料中間期末残高

相当額及びリース資産減損勘

定の残高 

未経過リース料中間期末残高相

当額 

 リース資産減損勘定の残高 

3,221百万円 

１年以内 2,557百万円

１年超 5,546 〃

計 8,104百万円

 (2) 未経過リース料期末残高相当

額及びリース資産減損勘定の

残高 

未経過リース料期末残高相当額 

  

 リース資産減損勘定の残高 

3,469百万円 

１年以内 2,533百万円

１年超 5,342 〃 

計 7,876百万円

 (3) 支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額 

支払リース料 1,689百万円

減価償却費 
相当額 

1,556 〃 

支払利息相当額 103 〃 

 (3) 支払リース料、リース資産減

損勘定の取崩額、減価償却費

相当額、支払利息相当額及び

減損損失 

支払リース料 1,545百万円

リース資産減損
勘定の取崩額 

468 〃

減価償却費
相当額 

1,038 〃

支払利息相当額 88 〃

減損損失 220 〃

 (3) 支払リース料、リース資産減

損勘定の取崩額、減価償却費

相当額、支払利息相当額及び

減損損失 

支払リース料 3,301百万円

リース資産減損
勘定の取崩額 

― 〃 

減価償却費
相当額 

3,009 〃 

支払利息相当額 201 〃 

減損損失 3,469 〃 

 (4) 減価償却費相当額及び利息相

当額の算定方法 

・減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法に

よっています。 

・利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の

取得価額相当額との差額を利

息相当額とし、各期への配分

方法については、利息法によ

っています。 

 (4) 減価償却費相当額及び利息相

当額の算定方法 

・減価償却費相当額の算定方法 

左に同じ 

  

  

・利息相当額の算定方法 

左に同じ 

 (4) 減価償却費相当額及び利息相

当額の算定方法 

・減価償却費相当額の算定方法 

左に同じ 

  

  

・利息相当額の算定方法 

左に同じ 



  

  

次へ 

前中間連結会計期間 
(自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

２ オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

１年以内 1,280百万円

１年超 11,439 〃 

計 12,719百万円

２ オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

１年以内 1,538百万円

１年超 15,341 〃

計 16,879百万円

２ オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

１年以内 1,588百万円

１年超 16,115 〃 

計 17,704百万円



(有価証券関係) 

前中間連結会計期間末(平成16年８月31日現在) 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

  

  

２ その他有価証券で時価のあるもの 

  

  

３ 時価評価されていない主な有価証券(上記１を除く) 

  

  

区分 
中間連結貸借対照表
計上額(百万円) 

時価
(百万円) 

差額 
(百万円) 

(1) 国債・地方債等 20 20 0

(2) 社債 ─ ─ ─

(3) その他 ─ ─ ─

合計 20 20 0

区分 
取得原価
(百万円) 

中間連結貸借対照表
計上額(百万円) 

差額 
(百万円) 

(1) 株式 1,349 1,689 340

(2) 債券 ─ ─ ─

(3) その他 192 492 299

合計 1,541 2,181 639

区分 
中間連結貸借対照表計上額

(百万円) 

(1) その他有価証券 

非上場株式(店頭売買株式を除く) 18

(2) 子会社株式及び関連会社株式 

関連会社株式 106

合計 125



当中間連結会計期間末(平成17年８月31日現在) 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

  

  

２ その他有価証券で時価のあるもの 

  

  

３ 時価評価されていない主な有価証券(上記１を除く) 

  

  

区分 
中間連結貸借対照表
計上額(百万円) 

時価
(百万円) 

差額 
(百万円) 

(1) 国債・地方債等 29 29 △0

(2) 社債 ― ― ―

(3) その他 ― ― ―

合計 29 29 △0

区分 
取得原価
(百万円) 

中間連結貸借対照表
計上額(百万円) 

差額 
(百万円) 

(1) 株式 895 1,481 585

(2) 債券 ― ― ―

(3) その他 ― ― ―

合計 895 1,481 585

区分 
中間連結貸借対照表計上額

(百万円) 

(1) その他有価証券 

非上場株式 13

匿名組合出資金 883

(2) 子会社株式及び関連会社株式 

関連会社株式 2,455

合計 3,351



前連結会計年度末(平成17年２月28日現在) 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

  

  

２ その他有価証券で時価のあるもの 

  

  

３ 時価評価されていない主な有価証券(上記１を除く) 

  

  

区分 
連結貸借対照表計上額

(百万円) 
時価
(百万円) 

差額 
(百万円) 

(1) 国債・地方債等 20 20 0

(2) 社債 ― ― ―

(3) その他 ― ― ―

合計 20 20 0

区分 
取得原価
(百万円) 

連結貸借対照表
計上額(百万円) 

差額 
(百万円) 

(1) 株式 1,349 1,885 536

(2) 債券 ― ― ―

(3) その他 192 467 274

合計 1,541 2,353 811

区分 
連結貸借対照表計上額

(百万円) 

(1) その他有価証券 

非上場株式 18

匿名組合出資金 669

(2) 子会社株式及び関連会社株式 

関連会社株式 109

合計 796



(デリバティブ取引関係) 

前中間連結会計期間末(平成16年８月31日) 

当社グループが行っているデリバティブ取引は、ヘッジ会計を適用しているため、記載対象から除いていま

す。 

  

当中間連結会計期間末(平成17年８月31日) 

当社グループの行っているデリバティブ取引は、ヘッジ会計を適用しているため、記載対象から除いていま

す。 

  

前連結会計年度末(平成17年２月28日) 

当社グループの行っているデリバティブ取引は、ヘッジ会計を適用しているため、記載対象から除いていま

す。 

  



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成16年３月１日 至 平成16年８月31日)、当中間連結会計期間(自 平成17年３月１日

至 平成17年８月31日)及び前連結会計年度(自 平成16年３月１日 至 平成17年２月28日)において、「小売事業」

の売上高、営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計、営業利益の金額の合計に占める割合がいずれも90％を

超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しています。 

  

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成16年３月１日 至 平成16年８月31日)、当中間連結会計期間(自 平成17年３月１日

至 平成17年８月31日)及び前連結会計年度(自 平成16年３月１日 至 平成17年２月28日)において、本邦以外の国

または地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

【海外売上高】 

前中間連結会計期間(自 平成16年３月１日 至 平成16年８月31日)、当中間連結会計期間(自 平成17年３月１日

至 平成17年８月31日)及び前連結会計年度(自 平成16年３月１日 至 平成17年２月28日)において、海外売上高が

ないため、該当事項はありません。 

  



(１株当たり情報) 

  

  

(注) １株当たり中間(当期)純利益又は中間(当期)純損失及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益の算定上の基礎 

  

前中間連結会計期間 
(自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

１株当たり純資産額 580.68円 １株当たり純資産額 379.61円 １株当たり純資産額 395.00円

１株当たり中間純利益 10.19円 １株当たり中間純損失 8.40円 １株当たり当期純損失 170.58円

潜在株式調整後１株当たり 
中間純利益 

10.12円
 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、潜在株

式は存在するものの、１株当たり中

間純損失であるため記載していませ

ん。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額については、潜在株

式は存在するものの、１株当たり当

期純損失であるため記載していませ

ん。 

項目 
前中間連結会計期間
(自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日)

前連結会計年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日)

中間連結損益計算書上の 
中間(当期)純利益(百万円) 

1,258 △1,040 △21,089

普通株式に係る 
中間(当期)純利益(百万円) 

1,258 △1,040 △21,089

普通株主に帰属しない金額
(百万円) 

─ ─ ─

普通株式の期中平均株式数
(千株) 

123,492 123,813 123,634

潜在株式調整後１株当たり
中間(当期)純利益の算定に
用いられた普通株式増加数
の主要な内訳(千株) 

 

 新株予約権 782 ─ ─

普通株式増加数(千株) 782 ─ ─

希薄化効果を有しないた
め、潜在株式調整後１株当
たり中間(当期)純利益の算
定に含めなかった潜在株式
の概要 

──────

平成14年５月23日開催
の定時株主総会決議に
基づき発行された新株
予約権(新株予約権の
数4,012個)。 
平成15年５月22日開催
の定時株主総会決議に
基づき発行された新株
予約権(新株予約権の
数615個、330個)。 
新株予約権の概要は
「新株予約権等の状
況」に記載のとおりで
す。 

平成14年５月23日開催
の定時株主総会決議に
基づき発行された新株
予約権(新株予約権の
数4,125個)。 
平成15年５月22日開催
の定時株主総会決議に
基づき発行された新株
予約権(新株予約権の
数630個、330個)。 
新株予約権の概要は
「新株予約権等の状
況」に記載のとおりで
す。 



(重要な後発事象) 

  

前中間連結会計期間 
(自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

１ 所有不動産の流動化の件 

提出会社は平成16年９月28日

開催の取締役会において、提出

会社及び連結子会社保有の不動

産の流動化を決議し、９月30日

付で下記のとおり契約を締結し

ました。 

 (1) 目的 

  資産効率の向上、財務体質の

改善 

 (2) 取引の概要 

  ① 提出会社及び連結子会社が

保有する下記店舗の土地・

建物をみずほ信託銀行株式

会社へ不動産信託を行い、

信託受益権を取得いたしま

した。 

  ② 提出会社及び連結子会社と

みずほ信託銀行株式会社と

の間で、当該不動産の賃貸

借契約を締結いたしまし

た。 

  ③ ①で取得した信託受益権を

有限会社新大塚インベスト

メント(SPC)に譲渡いたし

ました。 

 (3) 信託及び信託受益権譲渡の時

期 

   平成16年９月30日 

 (4) 流動化資産の概要 

  ① 株式会社マルエツ 

   イ 譲渡資産 

  

  ② 株式会社マルエツ開発 

   イ 譲渡資産 

物件名 所在地 現況 

中山店 横浜市緑区中山町 
字戸土谷126-3他 店舗 

西谷店 横浜市保土ヶ谷区 
西谷町898-1 店舗 

大成店 さいたま市北区 
東大成町1-507他 店舗 

上沼田館 東京都足立区江北 
7-21-6他 賃貸物件

 ロ 物件の 
   簿価等 

  
1,516百万円 

 ハ 譲渡価額 2,995百万円 

物件名 所在地 現況 

糀谷館 東京都大田区 
萩中1-100-3他 賃貸物件

蕨店 埼玉県蕨市中央 
3-4992-1他 店舗 

蕨分室 埼玉県蕨市中央 
3-4984-1他 賃貸物件

────── (役員退職慰労金制度の廃止) 

 平成17年４月13日開催の取締役会

において、提出会社の取締役及び監

査役の報酬制度について各人の役割

と責任を明確にしたうえで、より一

層の成果主義を反映したものとする

ため、平成17年５月26日開催の第53

回定時株主総会終結の時をもって、

役員退職慰労金制度(規程を含む)を

廃止することを決議いたしました。 

 なお、従来の役員退職慰労金規定

に基づく役員退職慰労金制度廃止日

(同株主総会終結時)までの在任期間

に応じた役員退職慰労金について

は、取締役及び監査役の退任時に支

給を行うことを決議いたしました。 



  
前中間連結会計期間 
(自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

  ※当該「物件の簿価等」は、

連結財務諸表上の簿価で

す。 

 (5) 連結子会社の名称等 

 (6) 信託先および信託受益権譲渡

先の概要 

  ① 信託先の概要 

  ② 信託受益権譲渡先の概要 

 ロ 物件の 
   簿価等 1,203百万円※

 ハ 譲渡価額 2,390百万円 

 イ 商号 
  

株式会社 
マルエツ開発 

 ロ 本店 
   所在地 
  

横浜市港北区 
綱島西１丁目 
４番28号 

 ハ 代表者 
  
  

代表取締役 
会長兼社長 
高橋惠三 

 ニ 資本金 995百万円 

 イ 商号 
  

みずほ信託銀行
株式会社 

 ロ 本店 
   所在地 
  

東京都中央区 
八重洲１丁目 
２番１号 

 ハ 代表者 
  

取締役社長 
池田輝彦 

 ニ 設立 
   年月日 

大正14年 
５月９日 

 ホ 資本金 247,231百万円 

 ヘ 大株主 
  
  

株式会社みずほ
フィナンシャル
グループ 

 ト 事業 
   内容 

銀行・ 
信託業務等 

 イ 商号 
  
  

有限会社 
新大塚インベス
トメント 

 ロ 本店 
   所在地 
  
  
  

東京都千代田区
神田神保町 
１丁目11番地 
三井生命神保町
ビル11階 

 ハ 代表者 取締役 杉本茂

 ニ 大株主 
  
  

有限責任 
中間法人新大塚
ファンディング

 ホ 事業 
   内容 
  
  

信託受益権の取
得、保有及び売
却、その他付随
業務 

    



  
前中間連結会計期間 
(自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

２ 提出会社の大株主である株式会

社ダイエーは、平成16年10月13

日付で株式会社産業再生機構に

支援を要請致しました。 

これによる提出会社への影響は

現状では不明であります。 

────── ────── 

３ 所有不動産譲渡の件 

提出会社及び連結子会社であ

る株式会社マルエツ開発は、固

定資産譲渡契約を締結いたしま

した。 

 (1) 提出会社の固定資産譲渡の内

容 

  ① 譲渡の理由 

    資産の有効活用及び財務体

質の改善を図るために売却す

るものであります。 

  ② 譲渡資産の内容 

 (2) 連結子会社の固定資産譲渡の

内容 

  ① 連結子会社の名称等 

  ② 譲渡の理由 

    資産の有効活用及び財務体

質の改善を図るために売却す

るものであります。 

イ 資産の内容及び所在地 

  土地 
  

横浜市港北区綱島 
西１丁目631番３号 

  地積 70.23㎡ 

  現況 駐車場 

ロ 物件の 
簿価等 

173百万円 

ハ 譲渡価額 200百万円 

イ 商号 
  

株式会社 
マルエツ開発 

ロ 本店 
  所在地 
  

横浜市港北区 
綱島西１丁目 
４番28号 

ハ 代表者 
  
  

代表取締役 
会長兼社長 
髙橋惠三 

ニ 資本金 995百万円 

────── ────── 



  

  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  

前中間連結会計期間 
(自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

  ③ 譲渡資産の内容 

  ※当該「物件の簿価等」は、

連結財務諸表上の簿価で

す。 

 (3) 譲渡先の概要 

 (4) 譲渡の日程 

イ 資産の内容及び所在地 

  土地 
  

横浜市港北区綱島 
西１丁目194番４号 

  地積 2,054.66㎡ 

  現況 店舗 

  建物 
  

横浜市港北区綱島 
西１丁目194番４号 

  
  

延床 
面積 

5,947.56㎡ 

  現況 店舗 

  土地 
  

横浜市港北区綱島 
西１丁目631番２号 

  地積 1,110.32㎡ 

  現況 駐車場 

ロ 物件の 
簿価等 

1,055百万円 

ハ 譲渡価額 2,150百万円 

イ 商号 
  

東京建物 
株式会社 

ロ 本店 
  所在地 
  

東京都中央区 
八重洲１丁目 
９番９号 

ハ 代表者 
  の役職 
  氏名 

代表取締役社長
南 敬介 

ニ 設立 
  年月日 

明治29年10月 

ホ 資本金 51,629百万円 

ヘ 事業 
  内容 

不動産業 

ト 当社と 
  の関係 

特になし 

平成16年 
11月16日 

契約書締結 

平成17年 
２月28日 

物件引渡し 
(予定) 

    



２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

    
前中間会計期間末 

(平成16年８月31日) 

当中間会計期間末 

(平成17年８月31日) 

前事業年度 
要約貸借対照表 
(平成17年２月28日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(資産の部)           

Ⅰ 流動資産           

１ 現金及び預金     9,016 7,533   11,237 

２ 売掛金     3,138 3,136   2,587 

３ 有価証券 ※１   ─ 9   9 

４ たな卸資産     11,872 11,306   10,526 

５ 短期貸付金     3,779 ─   ─ 

６ 繰延税金資産     3,517 174   152 

７ その他     10,574 9,458   8,680 

流動資産合計     41,899 25.8 31,619 22.7   33,194 24.2

Ⅱ 固定資産           

１ 有形固定資産           

(1) 建物 ※1,2 31,211   22,022 21,667   

(2) 土地 ※１ 25,560   20,712 19,096   

(3) その他 ※２ 4,547 61,319 37.8 4,330 47,065 33.8 3,670 44,434 32.4

２ 無形固定資産     746 0.5 628 0.5   754 0.5

３ 投資その他の 
資産 

          

(1) 投資有価証券 ※１ 8,242   7,522 5,023   

(2) 差入保証金   38,945   37,507 38,468   

(3) 関係会社 
  長期貸付金 

  ―   9,842 10,119   

(4) 繰延税金資産   3,185   5,334 6,583   

(5) その他   8,005   2,205 1,245   

貸倒引当金   △231 58,146 35.9 △2,618 59,793 43.0 △2,618 58,821 42.9

固定資産合計     120,211 74.2 107,487 77.3   104,009 75.8

Ⅲ 繰延資産           

社債発行費     25 8   16 

繰延資産合計     25 0.0 8 0.0   16 0.0

資産合計     162,136 100.0 139,115 100.0   137,220 100.0

            



  

    
前中間会計期間末 

(平成16年８月31日) 

当中間会計期間末 

(平成17年８月31日) 

前事業年度 
要約貸借対照表 
(平成17年２月28日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(負債の部)           

Ⅰ 流動負債           

１ 買掛金     19,880 19,497   16,536 

２ 短期借入金 ※１   6,538 15,266   15,484 

３ コマーシャル 
ペーパー 

    5,000 4,000   3,500 

４ 未払法人税等     167 293   336 

５ その他     6,132 7,793   7,304 

流動負債合計     37,718 23.2 46,850 33.7   43,160 31.5

Ⅱ 固定負債           

１ 社債     10,000 10,000   10,000 

２ 長期借入金 ※１   27,093 15,977   16,453 

３ 退職給付引当金     2,343 ―   3,866 

４ リース資産 
  減損勘定 

    ― 3,080   3,250 

５ その他 ※１   5,614 10,859   6,282 

固定負債合計     45,050 27.8 39,916 28.7   39,851 29.0

負債合計     82,768 51.0 86,766 62.4   83,012 60.5

(資本の部)           

Ⅰ 資本金     37,549 23.2 37,549 27.0   37,549 27.4

Ⅱ 資本剰余金           

１ 資本準備金     9,776 9,776   9,776 

２ その他資本 
  剰余金 

    26,012 8,158   26,012 

資本剰余金合計     35,788 22.1 17,934 12.9   35,788 26.1

Ⅲ 利益剰余金           

１ 任意積立金     1,079 ―   1,079 

２ 中間未処分利益     7,066 ―   ― 

３ 中間(当期) 
  未処理損失 

    ― 988   18,191 

利益剰余金合計     8,146 5.0 △988 △0.7   △17,111 △12.5

Ⅳ その他有価証券 
評価差額金 

    380 0.2 348 0.2   482 0.3

Ⅴ 自己株式     △2,496 △1.5 △2,494 △1.8   △2,500 △1.8

資本合計     79,367 49.0 52,349 37.6   54,208 39.5

負債・資本合計     162,136 100.0 139,115 100.0   137,220 100.0

            



② 【中間損益計算書】 

  

  

    
前中間会計期間 

(自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日) 

当中間会計期間 

(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

前事業年度 
要約損益計算書 

(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
百分比
(％) 

金額(百万円)
百分比
(％) 

金額(百万円) 
百分比
(％) 

Ⅰ 売上高     160,539 100.0 151,076 100.0   316,647 100.0

Ⅱ 売上原価     118,677 73.9 112,059 74.2   235,014 74.2

売上総利益     41,861 26.1 39,016 25.8   81,632 25.8

Ⅲ 営業収入     3,052 1.9 2,974 2.0   6,021 1.9

営業総利益     44,914 28.0 41,991 27.8   87,653 27.7

Ⅳ 販売費及び 
一般管理費 

    42,519 26.5 40,629 26.9   85,089 26.9

営業利益     2,394 1.5 1,361 0.9   2,564 0.8

Ⅴ 営業外収益 ※１   311 0.2 372 0.3   809 0.2

Ⅵ 営業外費用 ※２   584 0.4 533 0.4   1,045 0.3

経常利益     2,121 1.3 1,200 0.8   2,328 0.7

Ⅶ 特別利益 ※３   3,648 2.3 ― ―   7,575 2.4

Ⅷ 特別損失 ※４   938 0.6 735 0.5   29,524 9.3

税引前中間 
純利益 

    4,831 3.0 465 0.3   ― ―

税引前当期 
純損失 

    ― ― ― ―   19,620 △6.2

法人税、住民税 
及び事業税 

  164   134 330   

法人税等調整額   2,100 2,264 1.4 1,318 1,453 1.0 1,998 2,328 0.7

中間純利益     2,566 1.6 ― ―   ― ―

中間(当期) 
純損失 

    ― ― 988 △0.7   21,949 △6.9

前期繰越利益     4,500 ―   4,500 

中間配当額     ─ ―   742 

中間未処分利益     7,066 ―   ― 

中間(当期) 
未処理損失 

    ― 988   18,191 

            



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

  

前中間会計期間 
(自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日) 

当中間会計期間
(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

 (1) 有価証券 

満期保有目的の債券 

償却原価法(定額法) 

子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法 

その他有価証券 

時価のあるもの 

中間決算日の市場価格

等に基づく時価法(評価

差額は全部資本直入法

により処理し、売却原

価は移動平均法により

算定) 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

 (1) 有価証券 

満期保有目的の債券 

左に同じ 

子会社株式及び関連会社株式 

左に同じ 

その他有価証券 

時価のあるもの 

左に同じ 

  

１ 資産の評価基準及び評価方法 

 (1) 有価証券 

満期保有目的の債券 

左に同じ 

子会社株式及び関連会社株式 

左に同じ 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に

基づく時価法(評価差額

は全部資本直入法によ

り処理し、売却原価は

移動平均法により算定) 

時価のないもの 

移動平均法による原価

法 

時価のないもの 

移動平均法による原価

法 

なお、投資事業有限責

任組合及びそれに類す

る組合への出資(証券取

引法第２条第２項によ

り有価証券とみなされ

るもの)については、組

合契約に規定される決

算報告日に応じて入手

可能な最近の決算書を

基礎とし、持分相当額

を純額で取り込む方法

によっております。 

時価のないもの 

左に同じ 

 (2) たな卸資産 

商品 

店舗在庫商品は売価還元

法による原価法 

加工センター等の在庫商

品は、最終仕入原価法に

よる原価法 

 (2) たな卸資産 

商品 

左に同じ 

 (2) たな卸資産 

商品 

左に同じ 

貯蔵品 

最終仕入原価法による原

価法 

貯蔵品 

左に同じ 

貯蔵品 

左に同じ 

２ 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産 

建物(建物附属設備を含む)及

び構築物は定額法、それ以外

の有形固定資産については定

率法を採用しています。 

なお、主な耐用年数は以下の

とおりです。 

建物     15年～39年 

２ 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産 

左に同じ 

２ 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産 

左に同じ 

 (2) 無形固定資産 

定額法を採用しています。 

なお、ソフトウェア(自社利

用分)については、社内にお

ける利用可能期間(５年)に基

づく定額法によっています。 

 (2) 無形固定資産 

左に同じ 

 (2) 無形固定資産 

左に同じ 



  
前中間会計期間 

(自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日) 

当中間会計期間
(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

３ 繰延資産の処理方法 

社債発行費 

商法施行規則の規定に基づき、

３年間に毎期均等額を償却して

います。 

３ 繰延資産の処理方法 

社債発行費 

左に同じ 

３ 繰延資産の処理方法 

社債発行費 

左に同じ 

４ 引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金 

売掛金、貸付金、未収入金等

の金銭債権の貸倒れに備える

ため、一般債権については貸

倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個

別に回収可能性を検討し、回

収不能見込額を計上していま

す。 

４ 引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金 

左に同じ 

４ 引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金 

左に同じ 

 (2) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるた

め、当期末における退職給付

債務及び年金資産の見込額に

基づき、当中間会計期間末に

おいて発生していると認めら

れる額を計上しています。な

お、会計基準変更時差異

(6,763百万円)については、

15年による按分額を費用処理

しています。 

また、過去勤務債務は、その

発生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数(10

年)による定額法により按分

した額を発生した期から費用

処理し、数理計算上の差異

は、その発生時の従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の

年数(10年)による定額法によ

り按分した額を発生の翌期か

ら費用処理することとしてい

ます。 

 (2) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるた

め、当期末における退職給付

債務及び年金資産の見込額に

基づき、当中間会計期間末に

おいて発生していると認めら

れる額を計上しています。な

お、会計基準変更時差異

(4,734百万円)については、

15年による按分額を費用処理

しています。 

また、過去勤務債務は、その

発生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数(10

年)による定額法により按分

した額を発生した期から費用

処理し、数理計算上の差異

は、その発生時の従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の

年数(10年)による定額法によ

り按分した額を発生の翌期か

ら費用処理することとしてい

ます。 

 (2) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるた

め、当期末における退職給付

債務及び年金資産の見込額に

基づき、当期末において発生

していると認められる額を計

上しています。なお、会計基

準変更時差異(4,734百万円)

については、15年による按分

額を費用処理しています。 

また、過去勤務債務は、その

発生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数(10

年)による定額法により按分

した額を発生した期から費用

処理し、数理計算上の差異

は、その発生時の従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の

年数(10年)による定額法によ

り按分した額を発生の翌期か

ら費用処理することとしてい

ます。 

――――― ――――― (追加情報) 

 確定拠出年金法の施行に伴

い、平成17年２月28日に退職

金制度のうち適格退職年金制

度の一部について、確定拠出

年金制度へ移行し、「退職給

付制度間の移行等に関する会

計処理」(企業会計基準委員

会 平成14年１月31日 企業

会計基準適用指針第１号)を

適用しております。なお、こ

れにより税引前当期純損失

が、1,274百万円増加してお

ります。 

５ リース取引の処理方法 

リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取

引については、通常の賃貸借

取引に係る方法に準じた会計

処理によっています。 

５ リース取引の処理方法 

左に同じ 

５ リース取引の処理方法 

左に同じ 



  

  

前中間会計期間 
(自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日) 

当中間会計期間
(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

６ ヘッジ会計の方法 

 (1) ヘッジ会計の方法 

金利スワップについては、特

例処理の要件を満たしていま

すので、特例処理を採用して

います。 

６ ヘッジ会計の方法 

 (1) ヘッジ会計の方法 

左に同じ 

６ ヘッジ会計の方法 

 (1) ヘッジ会計の方法 

左に同じ 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

 (ヘッジ手段) (ヘッジ対象) 

 金利スワップ 借入金の利息 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

左に同じ 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

左に同じ 

 (3) ヘッジの方針 

借入金の利息相当額の範囲内

で市場金利変動リスクを回避

する目的で行っています。 

 (3) ヘッジの方針 

左に同じ 

 (3) ヘッジの方針 

左に同じ 

 (4) ヘッジ有効性評価の方法 

特例処理を採用していますの

で、ヘッジの有効性の判定

は、省略しています。 

 (4) ヘッジ有効性評価の方法 

左に同じ 

 (4) ヘッジ有効性評価の方法 

左に同じ 

７ 消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計

処理は税抜方式を採用してい

ます。 

７ 消費税等の会計処理 

左に同じ 

７ 消費税等の会計処理 

左に同じ 



(会計処理の変更) 

  

  

前中間会計期間 
(自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日) 

当中間会計期間
(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

―――――― ―――――― 

  

  

  

  

  

  

(固定資産の減損に係る会計基準) 

 「固定資産の減損に係る会計基

準」(「固定資産の減損に係る会計

基準の設定に関する意見書」(企業

会計審議会 平成14年８月９日))及

び「固定資産の減損に係る会計基準

の適用指針」(企業会計基準委員会 

平成15年10月31日 企業会計基準適

用指針第６号)が平成17年２月28日

に終了する事業年度に係る財務諸表

から適用できることになったことに

伴い、当期から同会計基準及び同適

用指針を適用しております。これに

より税引前当期純損失が17,188百万

円増加しております。 

 なお、減損損失累計額について

は、改正後の財務諸表等規則に基づ

き各資産の金額から直接控除してお

ります。 



(表示方法の変更) 

  

  

前中間会計期間 
(自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日) 

当中間会計期間
(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

―――――― (中間貸借対照表) 

１ 前中間会計期間まで、流動資産

「短期貸付金」として表示してお

りましたが、当中間会計期間にお

いて重要性が乏しくなったため、

流動資産「その他」に含めて表示

しております。 

  なお、当中間会計期間末の「そ

の他」に含まれる「短期貸付金」

は７百万円であります。 

  

２ 「証券取引法等の一部を改正す

る法律」(平成16年法律第97号)が

平成16年６月９日に公布され、平

成16年12月１日より適用となった

こと及び「金融商品会計に関する

実務指針」(会計制度委員会報告

第14号)が平成17年２月15日付で

改正されたことに伴い、当中間会

計期間から投資事業有限責任組合

及びそれに類する組合への出資

(証券取引法第２条第２項により

有価証券とみなされるもの)を投

資その他の資産の「その他」とし

て表示する方法から「投資有価証

券」として表示する方法に変更い

たしました。 

  なお、当中間会計期間の「投資

有価証券」に含まれる当該出資の

額は664百万円であります。 

  

３ 前中間会計期間まで、投資その

他の資産の「その他」に含めて表

示しておりました「関係会社長期

貸付金」については、当中間会計

期間において資産の総額の100分

の５を超えたため区分掲記するこ

とといたしました。 

  なお、前中間会計期間の「その

他」に含まれる「関係会社長期貸

付金」の金額は6,480百万円であ

ります。 

(貸借対照表) 

 「証券取引法等の一部を改正する

法律」(平成16年法律第97号)が平成

16年６月９日に公布され、平成16年

12月１日より適用となったこと及び

「金融商品会計に関する実務指針」

(会計制度委員会報告第14号)が平成

17年２月15日付で改正されたことに

伴い、当期から投資事業有限責任組

合及びそれに類する組合への出資

(証券取引法第２条第２項により有

価証券とみなされるもの)を投資そ

の他の資産の「その他」として表示

する方法から「投資有価証券」とし

て表示する方法に変更いたしまし

た。 

 なお、当期の「投資有価証券」に

含まれる当該出資の額は、521百万

円であります。 

(損益計算書) 

 前会計期間まで特別損失「固定資

産除却損」として表示しておりまし

たが、当会計期間において特別損失

の総額の100分の10に満たないた

め、当会計期間より「店舗閉鎖費

用」に含めて表示しております。 



(追加情報) 

  

  

前中間会計期間 
(自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日) 

当中間会計期間
(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

―――――― １ 「地方税法等の一部を改正する

法律」(平成15年法律第９号)が平

成15年３月31日に公布され、平成

16年４月１日以後に開始する事業

年度より外形標準課税制度が導入

されたことに伴い、当中間会計期

間から「法人事業税における外形

標準課税部分の損益計算書上の表

示についての実務上の取扱い」

(平成16年２月13日 企業会計基準

委員会 実務対応報告第12号)に従

い、法人事業税の付加価値割及び

資本割については、販売費及び一

般管理費に155百万円計上してい

ます。 

２ 平成17年５月26日開催の第53回

定時株主総会終結の時をもって役

員退職慰労金制度(規定を含む)を

廃止し、それに伴い在任中の取締

役及び監査役に対して平成17年５

月26日までの慰労金として、従来

の制度に基づいた金額を当該取締

役及び監査役の退任時に支給する

旨を決議いたしました。その結

果、当該支給予定額259百万円を

「役員退職慰労金」として未払計

上しています。 

―――――― 

  

  

  

  

  



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  

  

前中間会計期間末 
(平成16年８月31日) 

当中間会計期間末
(平成17年８月31日) 

前事業年度末 
(平成17年２月28日) 

※１ 担保資産 

債務の担保に供している資産 

建物 3,246百万円

土地 14,030 〃 

計 17,277百万円

※１ 担保資産 

債務の担保に供している資産 

建物 3,005百万円

土地 10,202 〃

計 13,208百万円

※１ 担保資産 

債務の担保に供している資産 

建物 3,086百万円

土地 10,193 〃 

計 13,280百万円

上記に対する債務額 

短期借入金 740百万円

長期借入金 5,280 〃 

計 6,020百万円

上記に対する債務額 

短期借入金 648百万円

長期借入金 4,632 〃

その他
(固定負債) 

767 〃

計 6,047百万円

上記に対する債務額 

短期借入金 732百万円

長期借入金 4,918 〃 

その他
(固定負債) 

767 〃 

計 6,417百万円

宅地建物取引業法に基づく供託 

投資有価証券 9百万円

宅地建物取引業法に基づく供託 

有価証券 9百万円

宅地建物取引業法に基づく供託 

有価証券 9百万円

※２ 有形固定資産の減価償却累計額 

  45,548百万円

※２ 有形固定資産の減価償却累計額 

  41,059百万円

※２ 有形固定資産の減価償却累計額 

43,337百万円

 ３ 偶発債務 

① 銀行借入金に対する保証債

務 

② 仕入取引に対する保証債務 

③ 当社の店舗の賃貸人である

入三商事㈱により、賃貸借契

約に基づく賃料差額及び遅延

損害金２億14百万円の支払い

を求める訴訟を提起され、現

在係争中であります。 

㈱マルエツ開発 
(関係会社) 

 
2,000百万円

従業員住宅貸付 
２件 

2 〃 

計 2,002百万円

㈱ポロロッカ 
(関係会社) 

 
36百万円

 ３ 偶発債務 

① 銀行借入金に対する保証債

務 

  

  

  

② 仕入取引に対する保証債務 

③ 左に同じ 

㈱マルエツ開発
(関係会社) 1,900百万円

㈱ポロロッカ
(関係会社) 17百万円

 ３ 偶発債務 

① 銀行借入金に対する保証債

務 

  

  

  

② 仕入取引に対する保証債務 

③ 左に同じ 

㈱マルエツ開発 
(関係会社) 

 
1,950百万円

㈱ポロロッカ 
(関係会社) 

 
27百万円

 ４ 消費税の取扱い 

仮払消費税等及び預り消費税

等は相殺のうえ、流動負債の

「その他」に含めて表示して

います。 

 ４ 消費税の取扱い 

左に同じ 
 ４    ――――― 

  



(中間損益計算書関係) 

  

  

前中間会計期間 
(自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日) 

当中間会計期間
(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 276百万円

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 164百万円

匿名組合投資
利益 

142 〃

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 588百万円

匿名組合投資
利益 

137 〃 

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 278百万円

コマーシャル 
ペーパー利息 

10 〃 

社債利息 132 〃 

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 257百万円

コマーシャル
ペーパー利息 

6 〃

社債利息 90 〃

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 541百万円

コマーシャル 
ペーパー利息 

20 〃 

社債利息 221 〃 

※３ 特別利益の主要項目 

投資有価証券 
売却益 

3,648百万円

※３ 特別利益の主要項目 

――― 

※３ 特別利益の主要項目 

投資有価証券 
売却益 

3,648百万円

固定資産
売却益 

2,512 〃 

固定資産信託 
受益権売却益 

1,415 〃 

①    ――― ①    ――― ① 固定資産売却益の内訳は

以下のとおりです。 

  店舗施設の譲渡(５店舗) 

2,512百万円 

②    ――― ②    ――― ② 固定資産信託受益権売却

益は中山店、西谷店、大成

店、上沼田館の土地、建物

を信託受益権化し、これを

売却したことによるもので

す。 

※４ 特別損失の主要項目 

  

  

過年度賃料等 662百万円

固定資産除却損 222 〃 

店舗閉鎖費用 41 〃 

役員退職慰労金 11 〃 

※４ 特別損失の主要項目 

  

  

役員退職慰労金 371百万円

減損損失 346 〃

店舗閉鎖費用 17 〃

※４ 特別損失の主要項目 

  

減損損失 17,188百万円

関係会社株式 
評価損 

3,903 〃 

店舗閉鎖費用 3,203 〃 

貸倒引当金
繰入額 

2,211 〃 

退職給付費用 1,274 〃 

過年度賃料等 662 〃 

役員退職
慰労金 

11 〃 

①    ――― ① 当中間会計期間におきまし

て、当社は以下の資産グルー

プについて減損損失を計上い

たしました。 

(単位 百万円) 

用途 種類 場所 減損損失

店舗 

建物 
その他 
(構築物 器

具備品) 
リース資産 

埼玉県 194

千葉県 75

東京都 64

神奈川県他 11

① 当事業年度におきまして、

当社は以下の資産グループに

ついて減損損失を計上いたし

ました。 

(単位 百万円) 
用途 種類 場所 減損損失

店舗

建物

土地 
その他 
(構築物 器

具備品等) 
リース資産 

東京都 3,672

埼玉県 2,128

神奈川県 1,633

千葉県他 3,432

遊休

資産・ 
賃貸 
資産 

建物

土地等 
千葉県他 6,322



  

  

前中間会計期間 
(自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日) 

当中間会計期間
(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

   当社は、キャッシュ・フロ

ーを生み出す最小単位として

店舗を基本単位として、また

賃貸資産等については物件単

位毎にグルーピングしており

ます。 

 店舗及び賃貸資産について

は、営業活動から生じる損益

が継続してマイナスである店

舗における資産グループの帳

簿価額を回収可能価額まで減

額し、また遊休資産について

は、市場価格が帳簿価額より

著しく下落している資産グル

ープの帳簿価額を回収可能価

額まで減額し、当該減少額を

減損損失(346百万円)として

特別損失に計上いたしまし

た。なお当資産グループの回

収可能価額は正味売却価額ま

たは使用価値により測定して

おります。正味売却価額は、

不動産については不動産鑑定

評価基準またはそれに準ずる

方法により、その他の固定資

産については、取引事例等を

勘案した合理的な見積りによ

り算定しております。また、

使用価値は、将来キャッシ

ュ・フローを5.0％で割引い

て算定しております。 

(内訳) 

建物 62百万円

その他
(構築物  器
具備品) 

63 〃

リース資産 220 〃

計 346百万円

 当社は、キャッシュ・フロ

ーを生み出す最小単位として

店舗を基本単位として、また

賃貸資産等については物件単

位毎にグルーピングしており

ます。 

 店舗及び賃貸資産について

は、営業活動から生じる損益

が継続してマイナスである店

舗における資産グループの帳

簿価額を回収可能価額まで減

額し、また遊休資産について

は、市場価格が帳簿価額より

著しく下落している資産グル

ープの帳簿価額を回収可能価

額まで減額し、当該減少額を

減損損失(17,188百万円)とし

て特別損失に計上いたしまし

た。なお、当資産グループの

回収可能価額は正味売却価額

または使用価値により測定し

ております。正味売却価額

は、不動産については不動産

鑑定評価基準またはそれに準

ずる方法により、その他の固

定資産については、取引事例

等を勘案した合理的な見積り

により算定しております。ま

た、使用価値は、将来キャッ

シュ・フローを5.0％で割引

いて算定しております。 

(内訳) 

建物 6,025百万円

土地 6,767 〃 

その他 

(構築物 器

具備品等) 

1,145 〃 

リース資産 3,250 〃 

計 17,188百万円

②   ――― ②   ――― ② 店舗閉鎖費用は、当期閉鎖

及び来期に閉鎖予定の店舗に

係る費用であり、その内訳は

以下の通りであります。 

  

閉鎖予定店に 
係る 
固定資産除却損 

2,044百万円

原状回復費用 398 〃 

閉鎖店に係る 
固定資産除却損 

276 〃 

賃貸借契約解約 
に係る違約金 

183 〃 

リース契約解約 
に係る違約金 

130 〃 

割増退職金 104 〃 
その他店舗閉鎖 
に係る費用 

65 〃 

計 3,203百万円



  

  

前中間会計期間 
(自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日) 

当中間会計期間
(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

③    ――― ③    ――― ③ 退職金制度のうち適格退職

年金制度の一部について、確

定拠出年金制度へ移行したこ

とによるものです。 

④ 当社の店舗賃貸人が賃貸借

契約の増額特約に基づく賃料

増額を求める訴訟を提起し、

東京高等裁判所控訴審判決に

より当社に賃料差額及び遅延

損害金２億24百万円の支払が

命じられ、最高裁判所は平成

16年６月８日に上告審を受理

しないことを決定しました。 

 これに伴い、当該支払額２億

24百万円及び最高裁決定を踏

まえた過年度分賃料差額等４

億38百万円を「過年度賃料

等」として処理しておりま

す。 

④    ――― ④ 当社の店舗賃貸人が賃貸借

契約の増額特約に基づく賃料

増額を求める訴訟を提起し、

東京高等裁判所控訴審判決に

より当社に賃料差額及び遅延

損害金２億24百万円の支払が

命じられ、最高裁判所は平成

16年６月８日に上告審を受理

しないことを決定しました。 

 これに伴い、当該支払額２億

24百万円及び最高裁決定を踏

まえた過年度分賃料差額等４

億38百万円を「過年度賃料

等」として処理しておりま

す。 

 ５ 減価償却実施額 

有形固定資産 1,270百万円

無形固定資産 83 〃 

計 1,353百万円

 ５ 減価償却実施額 

有形固定資産 886百万円

無形固定資産 116 〃

計 1,003百万円

 ５ 減価償却実施額 

有形固定資産 2,527百万円

無形固定資産 160 〃 

計 2,687百万円



(リース取引関係) 

  

  

前中間会計期間 
(自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日) 

当中間会計期間
(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引 

 (1) リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及

び中間期末残高相当額 

  

※その他の主なものは器具備品で

す。 

  
取得価額 
相当額 
(百万円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円) 

中間期末

残高 
相当額 
(百万円) 

建物 956 287 669

その他 15,800 8,693 7,107

合計 16,757 8,980 7,776

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引 

 (1) リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額、

減損損失累計額相当額及び中

間期末残高相当額 

※その他の主なものは器具備品で

す。 

  
取得価額

相当額 
(百万円)

減価償却

累計額 
相当額 
(百万円)

減損損失

累計額 
相当額 
(百万円)

中間

期末残高

相当額 
(百万円)

建物 956 310 645 ―

その他 13,417 6,377 2,811 4,227

合計 14,373 6,688 3,457 4,227

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引 

 (1) リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額、

減損損失累計額相当額及び期

末残高相当額 

※その他の主なものは器具備品で

す。 

取得価額

相当額 
(百万円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円) 

減損損失 
累計額 
相当額 
(百万円) 

期末残高

相当額 
(百万円)

建物 956 310 645 ―

その他 15,797 9,324 2,604 3,868

合計 16,754 9,635 3,250 3,868

 (2) 未経過リース料中間期末残高

相当額 

１年以内 2,503百万円

１年超 5,481 〃 

計 7,985百万円

 (2) 未経過リース料中間期末残高

相当額及びリース資産減損勘

定の残高 

  未経過リース料中間期末残高相

当額 

リース資産減損勘定の残高 
3,080百万円 

１年以内 2,366百万円

１年超 5,193 〃

計 7,560百万円

 (2) 未経過リース料期末残高相当

額及びリース資産減損勘定の

残高 

  未経過リース料期末残高相当額 

  

リース資産減損勘定の残高 
3,250百万円 

１年以内 2,359百万円

１年超 4,967 〃 

計 7,326百万円

 (3) 支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額 

支払リース料 1,557百万円

減価償却費 
相当額 

1,435 〃 

支払利息相当額 94 〃 

 (3) 支払リース料、リース資産減

損勘定の取崩額、減価償却費

相当額、支払利息相当額及び

減損損失 

支払リース料 1,438百万円

リース資産減損
勘定の取崩額 

390 〃

減価償却費
相当額 

977 〃

支払利息相当額 81 〃

減損損失 220 〃

 (3) 支払リース料、リース資産減

損勘定の取崩額、減価償却費

相当額、支払利息相当額及び

減損損失 

支払リース料 3,027百万円

リース資産減損
勘定の取崩額 

― 〃 

減価償却費
相当額 

2,796 〃 

支払利息相当額 184 〃 

減損損失 3,250 〃 

 (4) 減価償却費相当額及び利息相

当額の算定方法 

・減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法に

よっています。 

・利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の

取得価額相当額との差額を利

息相当額とし、各期への配分

方法については、利息法によ

っています。 

 (4) 減価償却費相当額及び利息相

当額の算定方法 

・減価償却費相当額の算定方法 

左に同じ 

  

  

・利息相当額の算定方法 

左に同じ 

 (4) 減価償却費相当額及び利息相

当額の算定方法 

・減価償却費相当額の算定方法 

左に同じ 

  

  

・利息相当額の算定方法 

左に同じ 



  

  

前中間会計期間 
(自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日) 

当中間会計期間
(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

２ オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

１年以内 1,280百万円

１年超 11,439 〃 

計 12,719百万円

２ オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

１年以内 1,538百万円

１年超 15,341 〃

計 16,879百万円

２ オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

１年以内 1,588百万円

１年超 16,115 〃 

計 17,704百万円



(有価証券関係) 

前中間会計期間末(平成16年８月31日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。 

  

当中間会計期間末(平成17年８月31日) 

  

  

前事業年度末(平成17年２月28日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。 

  

種類 
中間貸借対照表計上額

(百万円) 
時価
(百万円) 

差額 
(百万円) 

関連会社株式 2,273 3,639 1,365



(１株当たり情報) 

  

  

(注) １株当たり中間(当期)純利益又は中間(当期)純損失及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益の算定上の基礎 

  

次へ 

前中間会計期間 
(自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日) 

当中間会計期間
(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

１株当たり純資産額 641.04円 １株当たり純資産額 422.80円 １株当たり純資産額 437.86円

１株当たり中間純利益 20.78円 １株当たり中間純損失 7.98円 １株当たり当期純損失 177.53円

潜在株式調整後１株当たり 
中間純利益 

20.65円
 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、潜在株

式は存在するものの、１株当たり中

間純損失であるため記載していませ

ん。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額については、潜在株

式は存在するものの、１株当たり当

期純損失であるため記載していませ

ん。 

項目 
前中間会計期間

(自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日)

当中間会計期間
(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日)

前事業年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日)

中間損益計算書上の 
中間(当期)純利益(百万円) 

2,566 △988 △21,949

普通株式に係る 
中間(当期)純利益(百万円) 

2,566 △988 △21,949

普通株主に帰属しない金額
(百万円) 

─ ─ ─

普通株式の期中平均株式数
(千株) 

123,492 123,813 123,634

潜在株式調整後１株当たり
中間(当期)純利益の算定に
用いられた普通株式増加数
の主要な内訳(千株) 

 

 新株予約権 782 ─ ─

普通株式増加数(千株) 782 ─ ─

希薄化効果を有しないた
め、潜在株式調整後１株当
たり中間(当期)純利益の算
定に含めなかった潜在株式
の概要 

──────

平成14年５月23日開催
の定時株主総会決議に
基づき発行された新株
予約権(新株予約権の
数4,012個)。 
平成15年５月22日開催
の定時株主総会決議に
基づき発行された新株
予約権(新株予約権の
数615個、330個)。 
新株予約権の概要は
「新株予約権等の状
況」に記載のとおりで
す。 

平成14年５月23日開催
の定時株主総会決議に
基づき発行された新株
予約権(新株予約権の
数4,125個)。 
平成15年５月22日開催
の定時株主総会決議に
基づき発行された新株
予約権(新株予約権の
数630個、330個)。 
新株予約権の概要は
「新株予約権等の状
況」に記載のとおりで
す。 



(重要な後発事象) 

  

前中間会計期間 
(自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日) 

当中間会計期間
(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

１ 所有不動産の流動化の件 

 当社は平成16年９月28日開催の

取締役会において、当社及び当社

子会社保有の不動産の流動化を決

議し、９月30日付で下記のとおり

契約を締結しました。 

 (1) 目的 

  資産効率の向上、財務体質の

改善 

 (2) 取引の概要 

  ① 当社及び当社子会社が保有

する下記店舗の土地・建物

をみずほ信託銀行株式会社

へ不動産信託を行い、信託

受益権を取得いたしまし

た。 

  ② 当社及び当社子会社とみず

ほ信託銀行株式会社との間

で、当該不動産の賃貸借契

約を締結いたしました。 

  ③ ①で取得した信託受益権を

有限会社新大塚インベスト

メント(SPC)に譲渡いたし

ました。 

 (3) 信託及び信託受益権譲渡の時

期 

  平成16年９月30日 

 (4) 流動化資産の概要 

  ① 株式会社マルエツ 

   イ 譲渡資産 

  

  ② 株式会社マルエツ開発 

   イ 譲渡資産 

物件名 所在地 現況 

中山店 横浜市緑区中山町 
字戸土谷126-3他 店舗 

西谷店 横浜市保土ヶ谷区 
西谷町898-1 店舗 

大成店 さいたま市北区 
東大成町1-507他 店舗 

上沼田館 東京都足立区江北 
7-21-6他 賃貸物件

ロ 物件の 
簿価等 

1,516百万円

ハ 譲渡価額 2,995百万円

物件名 所在地 現況 

糀谷館 東京都大田区 
萩中1-100-3他 賃貸物件

蕨店 埼玉県蕨市中央 
3-4992-1他 店舗 

蕨分室 埼玉県蕨市中央 
3-4984-1他 賃貸物件

――――――― (役員退職慰労金制度の廃止) 

 平成17年４月13日開催の取締役会

において、当社の取締役及び監査役

の報酬制度について各人の役割と責

任を明確にしたうえで、より一層の

成果主義を反映したものとするた

め、平成17年５月26日開催の第53回

定時株主総会終結の時をもって、役

員退職慰労金制度(規程を含む)を廃

止することを決議いたしました。 

 なお、従来の役員退職慰労金規定

に基づく役員退職慰労金制度廃止日

(同株主総会終結時)までの在任期間

に応じた役員退職慰労金について

は、取締役及び監査役の退任時に支

給を行うことを決議いたしました。 



  
前中間会計期間 

(自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日) 

当中間会計期間
(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

 (5) 子会社の名称等 

 (6) 信託先および信託受益権譲渡

先の概要 

  ① 信託先の概要 

  ② 信託受益権譲渡先の概要 

ロ 物件の 
簿価等 

3,187百万円

ハ 譲渡価額 2,390百万円

 イ 商号 
  

株式会社 
マルエツ開発 

 ロ 本店 
   所在地 
  

横浜市港北区 
綱島西１丁目 
４番28号 

 ハ 代表者 
  
  

代表取締役 
会長兼社長 
高橋惠三 

 ニ 資本金 995百万円 

 イ 商号 
  

みずほ信託銀行
株式会社 

 ロ 本店 
   所在地 
  

東京都中央区 
八重洲１丁目 
２番１号 

 ハ 代表者 
の役職 
氏名 

取締役社長 
池田輝彦 

 ニ 設立 
   年月日 

大正14年 
５月９日 

 ホ 資本金 247,231百万円 

 ヘ 大株主 
  
  

株式会社みずほ
フィナンシャル
グループ 

 ト 事業 
内容 

銀行・ 
信託業務等 

 イ 商号 
  
  

有限会社 
新大塚インベス
トメント 

 ロ 本店 
   所在地 
  
  
  

東京都千代田区
神田神保町 
１丁目11番地 
三井生命神保町
ビル11階 

 ハ 代表者 取締役 杉本茂

 ニ 大株主 
  
  

有限責任 
中間法人新大塚
ファンディング

 ホ 事業 
内容 

  
  

信託受益権の取
得、保有及び売
却、その他付随
業務 

    



  

  

前中間会計期間 
(自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日) 

当中間会計期間
(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

２ 当社の大株主である株式会社ダ

イエーは、平成16年10月13日付

で株式会社産業再生機構に支援

を要請致しました。 

これによる当社への影響は現状

では不明であります。 

――――――― ――――――― 

３ 所有不動産譲渡の件 

当社及び当社子会社である株

式会社マルエツ開発は、固定資

産譲渡契約を締結いたしまし

た。 

 (1) 当社の固定資産譲渡の内容 

  ① 譲渡の理由 

    資産の有効活用及び財務体

質の改善を図るために売却す

るものであります。 

  ② 譲渡資産の内容 

 (2) 当社子会社の固定資産譲渡の

内容 

  ① 子会社の名称等 

  ② 譲渡の理由 

    資産の有効活用及び財務体

質の改善を図るために売却す

るものであります。 

イ 資産の内容及び所在地 

  土地 
  

横浜市港北区綱島 
西１丁目631番３号 

  地積 70.23㎡ 

  現況 駐車場 

ロ 物件の 
簿価等 

173百万円 

ハ 譲渡価額 200百万円 

イ 商号 
  

株式会社 
マルエツ開発 

ロ 本店 
  所在地 
  

横浜市港北区 
綱島西１丁目 
４番28号 

ハ 代表者 
  
  

代表取締役 
会長兼社長 
髙橋惠三 

ニ 資本金 995百万円 

――――――― ――――――― 



  

  

  

前中間会計期間 
(自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日) 

当中間会計期間
(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

  ③ 譲渡資産の内容 

 (3) 譲渡先の概要 

 (4) 譲渡の日程 

イ 資産の内容及び所在地 

  土地 
  

横浜市港北区綱島 
西１丁目194番４号 

  地積 2,054.66㎡ 

  現況 店舗 

  建物 
  

横浜市港北区綱島 
西１丁目194番４号 

  
  

延床 
面積 

5,947.56㎡ 

  現況 店舗 

  土地 
  

横浜市港北区綱島 
西１丁目631番２号 

  地積 1,110.32㎡ 

  現況 駐車場 

ロ 物件の 
簿価等 

1,957百万円 

ハ 譲渡価額 2,150百万円 

イ 商号 
  

東京建物 
株式会社 

ロ 本店 
  所在地 
  

東京都中央区 
八重洲１丁目 
９番９号 

ハ 代表者 
  の役職 
  氏名 

代表取締役社長
南 敬介 

ニ 設立 
  年月日 

明治29年10月 

ホ 資本金 51,629百万円 

ヘ 事業 
  内容 

不動産業 

ト 当社と 
  の関係 

特になし 

平成16年 
11月16日 

契約書締結 

平成17年 
２月28日 

物件引渡し 
(予定) 

    



  
(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しています。 

  

  

  

  

(1) 
有価証券報告書 
及びその添付書類 

事業年度 
(第53期) 

自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日 

  
平成17年５月30日 
関東財務局長に提出。 

            

(2) 訂正発行登録書       
平成17年５月30日 
関東財務局長に提出。 

            

(3) 
有価証券報告書の 
訂正報告書 

事業年度 
(第53期) 

自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日 

  
平成17年９月９日 
関東財務局長に提出。 

            

(4) 訂正発行登録書       
平成17年９月９日 
関東財務局長に提出。 

            

(5) 臨時報告書       
平成17年３月18日 
関東財務局長に提出。 

  
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号及び第19号(減損会計早々期適
用)に基づく臨時報告書です。 

            

(6) 訂正発行登録書       
平成17年３月18日 
関東財務局長に提出。 



第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。 



  
独立監査人の中間監査報告書 

  

平成16年11月24日

株式会社マルエツ 

取締役会 御中 

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社マルエツの平成16年３月１日から平成17年２月28日までの連結会計年度の中間連結会計期間(平成16年３月１日から平

成16年８月31日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結剰余金

計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者

にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の

表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に

応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見

表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基

準に準拠して、株式会社マルエツ及び連結子会社の平成16年８月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間

連結会計期間(平成16年３月１日から平成16年８月31日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な

情報を表示しているものと認める。 

会社と当監査法人又は関与社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

  

  
  

あずさ監査法人 

代表社員
関与社員

  公認会計士  中  島  祐  二  ㊞ 

関与社員   公認会計士  櫻  井  紀  彰  ㊞ 

  
※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しています。 



  
独立監査人の中間監査報告書 

  

平成17年11月25日

株式会社マルエツ 

取締役会 御中 

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社マルエツの平成17年３月１日から平成18年２月28日までの連結会計年度の中間連結会計期間(平成17年３月１日から平

成17年８月31日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結剰余金

計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者

にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の

表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に

応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見

表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基

準に準拠して、株式会社マルエツ及び連結子会社の平成17年８月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間

連結会計期間(平成17年３月１日から平成17年８月31日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な

情報を表示しているものと認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

  

  
  

あずさ監査法人 

指 定 社 員
業務執行社員

 公認会計士  中  島  祐  二  ㊞ 

指 定 社 員
業務執行社員

 公認会計士  櫻  井  紀  彰  ㊞ 

  
※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しています。 



  
独立監査人の中間監査報告書 

  

平成16年11月24日

株式会社マルエツ 

取締役会 御中 

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社マルエツの平成16年３月１日から平成17年２月28日までの第53期事業年度の中間会計期間(平成16年３月１日から平成

16年８月31日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行った。こ

の中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明する

ことにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追

加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための

合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、株式会社マルエツの平成16年８月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(平成16年３月１日

から平成16年８月31日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

会社と当監査法人又は関与社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

  

  
  

あずさ監査法人 

代表社員
関与社員

  公認会計士  中  島  祐  二  ㊞ 

関与社員   公認会計士  櫻  井  紀  彰  ㊞ 

  
※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しています。 



  
独立監査人の中間監査報告書 

  

平成17年11月25日

株式会社マルエツ 

取締役会 御中 

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社マルエツの平成17年３月１日から平成18年２月28日までの第54期事業年度の中間会計期間(平成17年３月１日から平成

17年８月31日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行った。こ

の中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明する

ことにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追

加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための

合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、株式会社マルエツの平成17年８月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(平成17年３月１日

から平成17年８月31日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

  

  
  

あずさ監査法人 

指 定 社 員
業務執行社員

 公認会計士  中  島  祐  二  ㊞ 

指 定 社 員
業務執行社員

 公認会計士  櫻  井  紀  彰  ㊞ 

  
※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しています。 
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